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天
津
都
統
街
門
に
つ
い
て

|
|
義
和
国
戦
争
後
の
天
津
行
政
権
返
還
交
渉
を
中
心
に
||

オt
本木

悦

子

は

じ

め

に

一
天
津
都
統
衛
門
の
設
立
と
そ
の
機
構

二
天
津
行
政
権
返
還
交
渉
開
始
前
の
過
程

付
都
統
街
門
撤
駿
論
の
出
現

同

蓑

世

凱

の

登

場

三
天
津
行
政
権
返
還
交
渉

付
返
還
僚
件
を
め
ぐ
る
各
図
公
使
・
司
令
官
聞
の
交
渉
と
裳
世
凱
の
封
態

同
局
面
の
縛
換
か
ら
天
津
返
還
へ

お

わ

り

に
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t主

じ

め

一
九

O
O年
六
月
一
一
一
日
の
清
朝
政
府
の
宣
戦
布
告
を
時
機
に
突
入
し
た
新
た
な
段
階
を
「
義
和
園
戦
争
」

と
名
づ
け
、
八
ヵ
園
連
合
軍
と

(
1〉

清
軍
・
義
和
国
の
戦
闘
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
お
こ
っ
て
い
る
。
特
に
、
小
林
一

美
氏
は
「
義
和
国
戦
争
」
が
園
家
聞
の
戦
争
た
る
所
以

を
誼
明
す
ベ
く
、
日
中
南
園
の
史
料
を
駆
使
し
て
、
そ
の
戦
争
の
寅
態
、
日
中
堂
方
の
政
治
・
軍
事
猷
況
を
詳
細
に
絞
述
さ
れ
た
。



そ
れ
は
ま
さ
し
く
義
和
国
戦
争
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
園
側
の
敗
北
に
終
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
.
す
、
瓜
分
が
貫
行
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
は
義
和
国
運
動
に
あ
ら
わ
れ
た
中
園
民
衆
の
一
帝
園
主
義
侵
略
に
射
す
る

E
大
な
抵
抗
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
と
、
今
一

つ
は
列
強
相
互
の
利
害
封
立
に
よ
り
、
協
調
裡
に
中
園
を
分
割
す
る
と
い
っ
た
徐
裕
な
ど
全
く
な
い
緊
張
賦
態
に
あ
っ
た
こ
と
の
こ
離
が
、
そ

の
主
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

小
論
で
と
り
あ
げ
る
天
津
都
統
街
門
は
、
北
京
の
公
使
館
救
助
を
共
同
目
的
と
し
た
連
合
軍
が
、
義
和
園
戦
争
の
天
王
山
、
天
津
城
攻
防
戦

(

2

)

 

の
結
果
、
天
津
に
設
立
し
た
臨
時
政
府
で
あ
る
。
中
園
の
牢
植
民
地
的
肢
態
を
説
明
す
る
場
合
に
よ
く
租
界
が
例
に
と
ら
れ
る
が
、
天
津
都
統

街
門
に
は
、
租
界
に
お
け
る
、
中
園
側
に
劃
し
て
支
梯
わ
れ
る
地
租
に
あ
た
る
も
の
も
な
い
。
つ
ま
り
、
天
津
を
完
全
植
民
地
と
し
て
運
営
す

る
こ
と
を
試
み
た
機
関
な
の
で
あ
っ
た
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
枕
に
、
天
津
都
統
衛
門
の
設
立
か
ら
撤
慶
ま
で
の
全
過
程
及
び
そ
れ
に
射
す
る
中
園
側
の
劃
躍
を
検
討
し
て
、
義
和
国

運
動
時
期
が
列
強
の
劉
中
園
政
策
の
轄
換
期
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
中
園
側
に
と
っ
て
、
天
津
返
還
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た

の
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
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天
津
都
統
街
門
の
設
立
と
そ
の
機
構

一
九

O
O年
七
月
一
四
日
の
天
津
城
陥
落
後
、
連
合
軍
は
域
内
を
四
匿
分
し
、
西
北
匡
を
フ
ラ
ン
ス
軍
、
西
南
匿
を
イ
ギ
リ
ス
軍
、
東
南
匡

を
ア
メ
リ
カ
軍
、
東
北
匿
を
日
本
軍
が
占
領
し
た
。
「
豚
城
の
北
門
の
外
に
は
一
両
一
庖
が
最
も
多
く
、
線
督
と
道
蓋
の
街
門
、
大
教
堂
、
水
師
替

す
な
わ
ち
所
謂
『
李
鴻
章
の
宮
殿
』
と
、
わ
れ
わ
れ
を
攻
撃
し
た
大
砲
を
備
え
つ
け
て
あ
る
兵
替
が
ー
す
1

へ
て
こ
の
一
帯
に
あ
る
が
、
こ
こ
は

(
3〉

完
全
に
日
一
両
聞
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
、
主
要
な
地
区
は
ロ
シ
ア
軍
の
手
中
に
落
ち
て
い
る
」
朕
況
に
あ
っ
た
。

七
月
二
ハ
日
1

恒
シ
ア
海
軍
中
将
ア
レ
キ
シ
ェ
フ
宙
・
〈

-
E
a
E
阿
力
謝
也
夫
〉
は
、

八
ヵ
園
の
代
表
を
集
め
て
「
兵
踊
ノ
徐
害
ヲ
防
止

〈

4
)

シ
良
民
ノ
生
産
ヲ
保
護
ス
ル
魚
メ
ニ
直
-
一
民
政
鹿
ヲ
設
置
シ
一
名
ノ
長
官
ヲ
置
テ
統
理
ノ
任
-
一
嘗
ラ
シ
ム
ル
ヲ
緊
急
ノ
要
務
」
と
提
案
し
、
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(

5

)

 

名
の
行
政
権
を
有
す
る
線
督
と
そ
の
下
に
瑳
言
樺
の
み
有
す
る
八
ヵ
園
か
ら
の
代
表
八
名
に
よ
っ
て
構
成
す
る

「臨
時
政
府
」
の
設
立
を
必
要

と
す
る
旨
を
説
い
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
、

日
本
並
び
に
他
の
列
強
は
既
に
「
露
園
ノ
意
嬬
ニ
其
陸
軍
大
佐
ウ
ホ
l
ガ
ク
〈
ウ
ォ
ガ
ッ
ク
|
|筆
者

(
6
)
 

に
よ
る
)
氏
ヲ
以
テ
一
該
長
官
ニ
推
シ
他
日
露
園
ノ
勢
力
ヲ
天
津
-
一
扶
植
ス
ル
ノ
地
盤
ヲ
固
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
ロ
シ
ア
の
野
望
を
見
破

っ
て
い
た
。
そ
の
劉
露
警
戒
は
、
舎
議
の
後
、
ア
レ
キ
シ
ェ
フ
が
外
交
顧
問
コ
ロ
ス
ト
ウ
ェ
ッ
ツ
(

H

・H

・
穴
2
2
2
3
廓
索
維
慈
〉
に
各
園
連

合
軍
司
令
官
を
訪
問
さ
せ
て
「
ウ
ォ
ガ

ッ
ク
は
長
期
間
天
津
に
住
ん
で
い
て
、
一
該
地
の
情
況
を
熟
知
し
て
お
り
」

最
も
遁
嘗
な
線
督
候
補
者
で

〈

7
)

あ
る
と
「
指
摘
さ
せ
た
」
と
い
う
事
責
か
ら
も
的
を
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
・
一
幅
島
安
正
臨
時
波
遣
司
令
官
は
現
在
の
「
天
津

(
8〉

ノ
民
政
ハ
唯
衛
生
ノ
方
法
ヲ
講
究
ス
ル
ノ
一
事
ヲ
以
テ
急
務
ト
ス
ル
ノ
ミ
」
と
主
張
し
、

整
方
相
譲
ら
ぬ
賦
況
の
中

(
9〉

で
、
ア
メ
リ
カ
司
令
官
の
調
整
、
提
案
に
よ
り
「
三
大
強
固
ヨ
リ
同
等
ノ
権
力
ヲ
有
ス
ル
委
員
各
一
名
ヲ
撲
出
シ
テ
合
議
鐙
ヲ
組
織
」
す
る
こ

英
濁
の
賛
同
を
得
た
。

と
に
な
り
、
英
・

露

・
日
の
代
表
を
都
統
衛
門
曾
議
委
員
と
し
た
。
そ
の
三
名
の
委
員
と
は
、
ロ
シ
ア
陸
軍
大
佐
ウ
ォ
ガ
ッ
ク
宗
・
〉
・
4
〈
。
問
白

n
r

(
川
山
〉

沃
加
克
)
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
中
佐
ボ
ウ
ワ

I
S
0
3円
飽
爾
〉
、
日
本
陸
軍
中
佐
青
木
宣
純
で
あ
る
。
天
津
都
統
街一
門
は
、
そ
の
設
立
前
夜
か
ら

列
強
聞
の
針
立
、
特
に
ロ
シ
ア
の
暴
走
と
そ
れ
に
射
す
る
他
の
列
強
の
牽
制
と
い
う
決
定
的
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
を
苧
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
列
強
の
内
-証
が
ζ

れ
で
お
さ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
都
統
街
門
設
立
後
ま
も
な
く
、

英
・

露

・
日
と
同
様
に
連
合
軍
に
加

わ
り
な
が
ら
、
都
統
街
門
曾
議
に
委
員
を
振
遣
で
き
な
か
っ
た
併
濁
商
圏
か
ら
抗
議
の
撃
が
あ
が
っ
た
。

一
O
月

一
一
日
、
ド
イ
ツ
軍
司
令
官

ま
た
連
合
軍
統
帥
で
も
あ
っ
た
ワ
ル
デ
ル
ゼ

l

(
〉
・
巧
曲
E
2
2
0
瓦
徳
酋
)
が
曾
議
に
「
英
・

露

・
日
と
同
等
の
権
利
と
同
等
の
義

(

U

)

 

ド
イ
ツ
の
一
員
を
任
命
す
る
意
向
が
あ
る
」
と
、通
告
し
て
来
た
た
め
、
曾
議
は
こ
れ
を
や
む
な
く
認
め
、
併

・
猫
・
米
か
ら
任

。。

で
あ
り
、

務
を
も
っ
て
、

命
さ
れ
た
委
員
を
加
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
そ
の
三
名
の
新
委
員
は
、

法
克
宰
)
、
ア
メ
リ
カ
陸
軍
中
佐
フ
ッ
ト

2
0
0
Z

フ
ラ
ン
ス
陸
軍
中
佐
ア
ラ
ボ
ス
(
〉
ユ
与

g
z
阿
佐
伯
西
)、

ド
イ
ツ

に陸
曾軍
議少
が佐
ひフ
らァ
か ノレ

れケ
てン

正イ
式ン

就 E
任官
し己
主~'12~》、J ロ

一
隅
脱
〉
で
あ
り
、

一
一
月
一

三
日
と
一
四
日

さ
て
、
話
を
設
立
時
に
も
ど
そ
う
。
こ
う
し
た
事
情
を
経
て
、

七
月
三

O
目
、
天
津
に
臨
時
政
府
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
が
天
津
都
統
衛
門



〈

臼

)

(、同

JOB-回
F
S
E。
z
-
0
2叩
『
回
目
。
ロ
?
略
稽
、
H

，・同
u

・
c・
)
で
あ
る
。
同
時
に
天
津
府
政
臆
僚
令
が
護
布
さ
れ
た
。

以
下
、
こ
の
僚
令
に
基
づ
い

て
、
機
構
と
し
て
の
都
統
街
門
を
み
て
い
こ
う
。

、九、。
i
p
J

J
-t
A
 

f

嘗
-
初
の
管
轄
範
圏
は
、
濁
・
+
失
・
併
・
日
の
各
租
界
と
「
兵
器
廠
、
陣
営
一
銭
道
、
電
信
其
他
同
盟
軍
ニ
於
テ
既
ニ
占
領
シ
タ
ル
軍
事
-
一
関

ス
ル
建
設
物
」
を
除
く
「
天
津
府
及
土
壁
-
一
至
ル
迄
ノ
附
近
地
」
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
れ
は
、
一
九

O
O年
一
一
月
に
は
「
海
河
南
岸
内
の

(

U

)

 

お
お
よ
そ
北
直
隷
湾
か
ら
天
津
西
及
び
西
北
約
二
五
キ
ロ
一
帯
の
地
域
ま
で
に
」
抜
大
し
た
。

狭
長
な
地
幣
を
包
括
し
、

そ
の
任
務
は
川

二
、
!
ミ
町

、

l
i
-

lp
j
{

:

，t 

①
市
街
ノ
園
塀
内
ニ
於
テ
其
管
轄
-
一

一廓
セ
ル
領
叶十
ア
上
ニ
秩
序
安
寧
ヲ
制
定
ス
ル
コ
ト

②
市
街
内
ニ
一
於
テ
俸
染
病
其
他
猿
防
ノ
爵
メ
前
記
領
主
及
其
附
近
ニ
衛
生
制
度
ヲ
布
ク
コ
ト

③
同
盟
軍
ノ
野
営
ノ
便
ヲ
計
リ
且
一
該
軍
ヲ
シ
テ
糧
食
及
運
験
ノ
方
法
(
駄
馬
、
貨
車
、
船
舶
、
人
夫
等
)
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト

④
本
曾
議
ハ
財
産
目
録
ヲ
調
成
シ
而
シ
テ
支
那
政
府
-
一
層
シ
叉
ハ
個
人
ノ
放
棄
セ
ル
動
産
及
不
動
産
ヲ
保
存
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
制
度
ヲ
設
ル

Jヨ

コ
ト

- 89ー

⑤
本
曾
議
ハ
住
民
ノ
篤
メ
飢
僅
ヲ
珠
防
ス
ル
ノ
制
度
ヲ
設
ル
コ
ト

の
五
酷
で
あ
り
、
中
で
も
①
の
天
津
及
び
そ
の
附
近
一
帯
の
義
和
圏
の
掃
滅
が
最
も
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。
義
和
圏
の
頭
屈
で
、
都
統
街
門

(

日

)

の
捜
査
、
追
跡
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
裁
剣
に
懸
け
ら
れ
た
う
え
で
慮
刑
さ
れ
た
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
，
次
い
で

重
視
さ
れ
た
の

が
、
義
和
圏
運
動
時
に
お
け
る
戦
災
や
掠
奪
及
び
そ
の
混
凱
に
伴
う
遁
一
商
一
の
衰
退
を
原
因
と
す
る
物
資
不
足
へ
の
針
策
と
、
戦
火
に
み
ま
わ
れ

た
都
市
で
常
に
護
生
の
恐
れ
の
あ
る
停
染
病
へ
の
針
策
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
劃
策
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
天
津
に
お
け
る
秩
序
の
回
復
、
居
民

の
安
寧
を
も
た
ら
し
、
も
は
や
ピ
I
ク
は
過
ぎ
去
っ
た
と
い
っ
て
も
、
依
然
、
天
津
周
迭
に
居
残
っ
て
活
動
し
績
け
て
い
る
義
和
国
残
黛
を
根

絶
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

317 

都
統
街
門
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

「
本
曾
議
ハ
各
強
園
ノ
分
波
タ
ル
ヲ
以
テ
之
ニ
委
任
セ
ラ
レ
タ
ル
領
土
-
一
於
テ
ハ
全
然
濁
立
ヲ
以
テ
動
作
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シ
市
シ
テ
制
度
ノ
許
ス
限
リ
同
盟
軍
陵
諸
司
令
官
並
列
強
領
事
ヨ
リ
差
出
セ
ル
線
テ
ノ
請
願
ヲ
聞
居
ク
ベ
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一該
管
轄
範
固

に
お
け
る
清
朝
統
治
を
完
全
に
否
定
し
た
が
、
列
強
に
射
し
て
は
「
分
涯
」
た
る
ゆ
え
に
濁
立
し
た
立
場
を
貫
け
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
蔦
園

橋
建
設
を
め
ぐ
る
都
統
街
門
と
フ
ラ
ン
ス
領
事
の
封
立
は
、

結
局
、

都
統
衛
門
が
フ
ラ

ン
ス

の
要
望
を
い
れ
る
こ
と
で
合
意
し
た
よ
う
に
「
あ

ら
ゆ
る
重
大
な
措
置
は
、
承
認
を
得
る
た
め
に
指
揮
官
に
聞
い
あ
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
領
事
で
さ
え
園
家
の
利
害
に
影
響

(

日

)

す
る
と
剣
断
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拒
否
を
挟
み
え
た
」
、

あ
る
い
は
「
軍
隊
嘗
局
と
の
関
係
に
お
い
て
、
都
統
街
門
は
最
も
慎
重
で
あ

(

口

)

る
こ
と
を
除
儀
な
く
さ
れ
、
そ
し
て
将
官
ら
は
多
く
都
統
街
門
を
形
成
し
て
い
る
佐
官
ら
を
冷
淡
に
あ
し
ら
っ
た
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

都
統
衛
門
が
司
令
官
と
領
事
に
代
表
さ
れ
る
各
閣
の
利
害
、
と
り
わ
け
「
軍
事
関
係
の
利
害
」
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。ま

た
、
都
統
衛
門
の
非
濁
立
性
は
、
曾
議
の
各
委
員
の
現
地
位
保
有
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
都
統
衛
門
曾
議
は
各
園
軍
陵
の
い
か
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「
本
舎
議
ト
同
盟
軍
司
令
官
ノ
一
人
若
ク
ハ
各
圏
領
事
中
ノ
一
人
ト
一
意
見
相
反
ス

ル
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
論
件
ハ
争
議
ノ
性
質
ニ
依
リ
或
ハ
同
盟
軍
隊
高
等
司
令
官
集
曾
或
ハ
領
事
国
農
ノ
仲
裁
ニ
附
ス
ベ
シ
」
と
い
う
規
定

も
、
「
天
津
政
臆
-
一
一
廃
ス
ベ
キ
外
園
政
府
ノ
部
局
ニ
附
セ
ラ
レ
タ
ル
諸
員
ハ
其
現
地
位
ヲ
保
有
」
す
る
と
い
う
規
定
が
、
却
っ
て
濁
立
性
を
喪

失
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
統
街
門
委
員
は
い
ず
れ
も
各
園
軍
陵
の
佐
官
ク
ラ
ス
の
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
皆

各
園
司
令
官
(
終
官
グ
ラ
ス
〉
の
屠
下
に
あ
る
と
い
う
二
重
構
造
の
た
め
に
、
本
園
と
の
つ
な
が
り
が
断
ち
切
れ
ず
、
駐
清
外
園
軍
陵
の
不
和

を
都
統
街
門
舎
議
巳
お
い
て
再
表
面
化
さ
せ
る
だ
け
の
、
本
園
利
害
の
代
癖
者
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
る
行
震
に
つ
い
て
も
弾
劾
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

都
統
街
門
舎
議
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
列
強
代
表
か
ら
成
る
、
換
言
す
れ
ば
一
園
の
暴
走
を
許
さ
な
い
反
面
、
相
互
封
立
を
生
む
可
能
性

の
高
い
合
議
瞳
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
各
代
表
の
本
園
に
お
け
る
現
地
位
保
有
問
題
の
二
黙
が
、
天
津
都
統
街
門
を
列
強
に
劃
し
て
中
立
的
立
場

を
貫
き
通
す
機
構
た
ら
し
め
ず
、
列
強
共
同
の
中
園
完
全
楠
民
地
化
の
た
め
の
試
掛
機
構
に
し
て
は
内
証
の
紐
え
な
い
、

し
て
し
ま
っ
た
最
要
因
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
そ
ま
つ
な
も
の
に



都
統
衛
門
舎
議
の
有
し
た
擢
利
は
、
次
の
逼
り
で
あ
る
。

①
偲
設
政
府
ニ
閥
係
ア
ル
事
項
ニ
拘
ハ
ル
諸
規
則
ヲ
設
定
及
布
告
ス
ル
コ
ト

②
土
人
ニ
租
税
、
賦
課
金
及
分
撞
税
ヲ
課
シ
且
支
那
政
府
-
一
一
廃
ス
ル
諸
税
ヲ
徴
牧
ス
ル
コ
ト

③
政
府
所
属
ノ
建
物
内
及
個
人
ノ
放
棄
シ
タ
ル
局
所
内
ニ
存
在
セ
ル
諸
誼
券
並
諸
書
類
ヲ
差
押
へ
叉
ハ
検
査
ス
ル
コ
ト

④
軍
街
所
属
ノ
動
産
ヲ
除
ク
ノ
外
政
府
所
属
ノ
諸
動
産
ヲ
必
要
ニ
薩
ジ
テ
虚
分
シ
及
土
人
ヨ
リ
浪
牧
シ
タ
ル
動
産
及
不
動
産
ヲ
買
却
-
一
附
ス

ル
コ
ト

⑤
本
曾
議
ノ
所
用
ニ
供
セ
ラ
レ
タ
ル
金
額
ヲ
必
要
ナ
ル
費
途
ニ
支
出
ス
ル
コ
ト

な
お
財
政
牧
入
を
得
る
以
前
は
、
必
要
な
鰹
費
を
支
排
す
る
た
め
に
、
委
員
を
振
出
し
て
い
る
各
園
が
経
費
資
金
を
立
て
替
え
、

最
初
の
税

牧
入
の
中
か
ら
そ
の
分
を
差
し
引
い
て
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

権
利
に
関
す
る
規
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
園
人
に
劃
し
て
は
法
令
決
定
・
租
税
徴
牧
・
財
産
設
牧
等
の
権
利
を
行
使
で
き
る
絶
封
的

権
力
を
も
っ
て
い
た
都
統
街
円
で
あ
っ
た
が
、
封
外
園
人
権
限
は
列
強
相
互
の
確
執
か
ら
重
大
な
外
交
問
題
に
護
展
す
る
危
険
性
を
内
包
し
て

い
た
の
で
、
嘗
初
か
ら
付
輿
さ
れ
な
か
っ
た
。
僚
令
上
、
「
外
園
人
に
劃
す
る
に
至
つ
て
は
、
軍
人
た
る
と
卒
民
た
る
と
を
問
わ
ず
、

曾
議
は

(

問

〉

彼
ら
に
劃
し
て
た
だ
警
察
権
力
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
諸
規
則
を
犯
し
た
外
園
人
を
逮
捕
し
訊
問
自
供
に
基
づ

い
て
書
類
を
作
成
し
た
上
で
、
二
四
時
間
内
に
所
属
の
軍
嘗
局
か
領
事
か
に
引
き
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
治
安
維
持
の
た
め
の
警
察
樺
は

有
す
る
が
、
そ
の
違
反
行
震
を
慮
断
す
る
裁
判
擢
は
有
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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都
統
街
門
の
貧
際
の
行
政
を
撞
嘗
し
て
い
た
の
は
行
政
部
局
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
曾
議
書
記
局
(
秘
書
慮
〉
、

衛

生

部

、

禽

計

部
、
政
府
財
産
並
個
人
放
棄
財
産
管
理
局
、

一軍
事
課
、
法
務
課
、
公
衆
給
養
局
の
八
部
局
が
あ
っ
た
。
主
な
行
政
部
局
の
長
官
は
次
の
逼
り
で

ハ凶〉

あ
る
。

「
曾
議
の
執
務
機
構
」
た
る
秘
書
長
に
は
デ
ン
ピ

1
2・
0
g
S
小
田
貝
)
が
就
任
し
た
。
彼
は
前
駐
清
ア
メ
リ
カ
公
使
デ
ン
ピ
l
の

子
息
で
あ
り
、
一
八
九
四
年
、
父
が
報
告
の
た
め
開
園
し
て
い
る
問
、
駐
清
公
使
館
務
代
理
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
人
物
で
あ
る
。

保
安
部
、
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(

初

〉

必
要
な
翻
講
を
捻
任
し
、
あ
ら
ゆ
る
口
頭
で
提
出
し
た
要
求
、
申
訴
及
び
請
求
を
決
定
し
布
告
を
作
成
す
る
な
ど
」
を
職
務
と
す
る
中
文
秘
書

米
園
)
が
就
任
し
た
。
彼
は
天
津
大
皐
堂
線
長
を
務
め
、

(

幻

)

し
た
際
に
西
皐
総
数
習
と
し
て
招
鴨
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
他
、
保
安
部
長
官
に
は
マ
ッ
カ
ラ

1

(豆
o
n
E
2

濁
園
〉
、
法
務
課
長
官
に
イ
メ
ン
ス
由
自
自
白

に
は
、
テ
ニ

l

(吋，
o
ロロ『

丁
家
立

の
ち
蓑
世
凱
が
保
定
に
直
隷
省
域
事
堂
を
設
立

麻
克
勤

英
園
〉、
舎
計
部

長
官
に
ラ
ン
プ
(
河
口
日
司

虚
普

伊
門
斯

米
園
)
、
衛
生
部
長
官
に
デ
パ
シ

l
(
0
3
2
S
徳
巴

士

併
園
)
が
就
任
し
た
。

都
統
街
門
舎
議
は
英
・
併
・

露

・
濁
・
日
・
米
六
園
の
委
員
に
よ
っ
て
、
一
九

O
O年
の
聞
は
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

O
一
年
に
入
っ

て
再
び
費
動
が
あ
っ
た
。
義
和
国
戦
争
に
お
け
る
勝
利
の
際
の
分
け
前
に
あ
.
す
か
ら
ん
と
、
連
合
軍
に
わ
ず
か
の
兵
士
を
涯
遣
し
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
伊
填
雨
園
も
、
舎
議
に
自
園
代
表
を
迭
る
べ
く
働
き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
イ
タ
リ
ア
は
一
九

O
一
年
に
天
津
に
租
界
を
獲
得
し
た
た

(

勾

)

め
、
四
月
一
一
一
日
に
禽
議
へ
の
代
表
汲
遣
に
成
功
し
た
。
こ
れ
で
都
統
衛
門
曾
議
委
員
は
合
計
七
名
と
な
っ
た
の
だ
が
、
講
和
曾
議
の
場
に
お

い
て
、

(

お

)

シ
」
と
撤
兵
表
明
を
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
が

「
本
園
政
府
既
ニ
駐
兵
ニ
加
ハ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
此
問
題
(
各
園
軍
隊
か
ら
総
指
揮
官
を
撲
任
す
る
問
題
||
筆
者
に
よ
る
〉

一
容
啄
ス
ル
権
ナ

- 92-

な
く
な
っ
た
。

つ
ま
り
、

つ
い
に
五
月
一

O
日
、
天
浮
か
ら
撤
兵
し
た
の
で
、
曾
議
委
員
の
フ
ヅ
ト
は
辞
職
せ
ざ
る
を
え

ア
メ
リ
カ
は
都
統
街
門
舎
議
に
お
け
る
議
席
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
撤
兵
は
「
聯
合
軍
北
京
侵
入
以
来
同
地
ノ
形
勢
次
第
ニ
卒
穏
ニ
赴
キ

講
和
俊
件
ニ
開
ス
ル
使
臣
曾
議
モ
無
事
-
二

段
落
ヲ
告

(
川
品
)

グ
ル
ニ
至
リ
タ
レ
パ
嘗
園
政
府
ハ
夙
ニ
長
ク
米
兵
ヲ
同
地
ニ
駐
屯
セ
シ
ム
ル
ノ
必
要
ナ
キ
ヲ
認
メ
」
た
嘗
然
の
蹄
結
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

の
時
黙
の
都
統
街
門
の
朕
態
を
み
れ
ば
、
同
年
一
月
に
都
統
街
門
の
主
席
た
る
秘
書
慮
を
ロ
シ
ア
に
奪
取
さ
れ
、
し
か
も
嘗
時
既
に
都
統
街
門

撤
贋
論
が
お
こ
っ
て
き
て
い
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
、

ア
メ
リ
カ
は
も
は
や
都
統
街
門
の
存
在
意
義
な
し
と
見
切
り
を
つ
け
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
二
月
か
ら
第
二
次
ア
ヘ

ン
戦
争
後
に
獲
得
し
た
天
津
租
界
を
候
件
附
き
で
、

た
の
を
再
獲
得
せ
ん
と
要
求
し
て
い
た
が
失
敗
し

翌
年
七
月
、

ペコ
L、

奮
租
界
支
配
擢
を
イ
ギ
リ
ス

移
譲
しー
たお旦
こ)中

と園
に倶.u
み に
ら 返
れ 還
るし
ょ て
うし、

に
、
工
業
生
産
量
に
お
い
て
既
に
世
界
の
首
位
を
占
め
て
い
た
ア
メ
リ
カ
も
、
中
園
侵
略
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
遅
れ
を
と
り
、

援
貼
を
も
た



ぬ
が
ゆ
え
に
そ
の
影
響
力
は
ま
だ
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。

か
。
以
後
ア
メ
リ
カ
は
都
統
街
門
に
閲
し
て
は
、
他
の
列
強
と
異
な
り
、
第
三
者
的
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
門
戸
開
放
宣
言
の
精
神
に
則

っ
て
、
中
園
側
の
天
津
返
還
要
求
を
い
ち
早
く
に
容
認
す
る
園
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
都
統
衛
門
委
員
は
、
英
・
併
・
露
・
濁
・
日
・

伊
六
園
代
表
で
定
着
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
天
津
府
政
膳
僚
令
に
従
っ
て
、
都
統
街
門
は
徴
税
の
改
善
、
司
法
制
度
の
刷
新
、
街
道
の
敷
設
、
大
運
河
と
海
河
上
流
の
埠

頭
の
建
設
等
を
行
っ
た
。
ま
た
都
統
街
門
管
理
下
で
、
義
和
園
戦
争
時
に
天
津
城
壁
上
か
ら
租
界
に
向
け
た
砲
弾
の
雨
を
浴
び
て
苦
戦
し
た
と

(
M
m
)
 

い
う
軍
事
的
理
由
と
、
「
城
脚
下
に
在
り
て
破
燭
の
茅
屋
堆
を
成
し
、
病
菌
を
滋
生
す
る
の
池
塘
群
を
成
す
」
と
い
う
衛
生
上
の
理
由
、
そ
し

て
日
本
に
と
っ
て
は
「
城
壁
取
控
工
事
竣
工
ノ
上
ハ
直
接
ニ
我
専
管
居
留
地
ト
現
在
域
内
ノ
市
街
ト
ヲ
連
接
ス
ル
コ
ト
ト
可
相
成
然
ル
ト
キ
ハ

(

幻

)

我
専
管
居
留
地
ノ
繁
築
上
貧
-
一
莫
大
ナ
ル
利
盆
ヲ
奥
フ
ル
」
等
の
も
く
ろ
み
も
か
ら
み
あ
っ
て
、
天
津
城
壁
が
破
壊
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
、
歴

代
王
朝
の
治
下
に
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
施
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
河
川
・
運
河
上
の
治
安
維
持
措
置
が
、
義
和

圏
蓮
動
の
擁
大
、
設
展
に
果
し
た
そ
の
役
割
の
大
き
さ
に
顧
み
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
河
巡
摘
と
い
う
組
織
と
な
っ
で
賓
現
し
た
。

し
た
が
っ
て
、

ゃ
な
な
き
撤
兵
と
い
う
と
こ
ろ
が
そ
の
賓
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い

- 93ー

腐
敗
・
堕
落
し
き
っ
た
清
朝
官
僚
制
度
下
に
お
い
て
は
行
わ
れ
る
べ
く
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
事
業
一
切
に
、
都
統
街
門
は
そ
の
管
轄
地
域

内
で
着
手
し
、
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
申
請
が
、
天
津
返
還
が
日
程
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
時
に
、

「
地
位
あ
る
中
園
入
」
か
ら
都
統
街
門
舎
議
に
な
さ
れ
た
の
も
決
し
て
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

討
論
し
て
(
天
津
が
|
|
筆
者
に
よ
る
)
中
園
嘗
局
に
、
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
天
津
城
の
非
常
に
多
く
の
地
位
あ
る
中
園
人
が
曾

議
に
権
力
を
仔
使
し
績
け
る
こ
と
を
申
請
し
た
。
ま
さ
に
一
中
園
雑
誌
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
治
理
の
下
、
天
津
の
ご
年
の
う

(
お
)

ち
の
市
政
の
改
善
ほ
、
こ
れ
以
前
の
五
世
紀
閲
よ
り
も
な
お
多
い
。
」

嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
内
容
は
、
列
強
の
共
同
管
理
下
に
あ
っ
て
、
辛
う
じ
て
'存
績
を
許
さ
れ
た
清
王
朝
、
一
帝
圏
主
義
侵
略
と
封
建
的

支
配
の
二
重
の
匪
迫
を
受
け
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
た
中
園
民
衆
と
い
っ
た
、
賞
時
の
世
界
情
勢
の
中
で
の
や
園
の
位
置
を
正
じ
く
と

321 
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ら
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
清
朝
の
自
浄
能
力
を
喪
失
じ
た
嘗
睦
制
が
も
は
や
「
地
位
あ
る
中
園
人
」
に
見
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
支
持
を
清
朝
官
僚
が
う
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
新
政
を
本
格
化
し
、
奮
健

制
の
後
泥
を
あ
る
程
度
ま
で
洗
い
流
し
、
彼
ら
の
地
位
や
財
産
を
保
誼
で
き
る
政
治
能
力
と
西
洋
近
代
政
治
・

経
済
へ
の
理
解
、
並
び
に
武
力

を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
僚
件
と
な
る
。

そ
れ
は
次
の
そ

l
ス
の
こ
と
ば
通
り
、
都
統
衛
門
か
ら
清
朝
官
僚
が
拳
ぶ
べ
き
模
範
を
み
い
だ

し
、
接
牧
後
の
天
津
の
み
な
ら
ず
、
中
圏
全
域
支
配
に
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

天
津
市
の
政
聴
の
統
治
に
お
い
て
、
中
国
人
役
人
が
も
し
そ
の
よ
う
に
望
め
ば
、

(
m
m
)
 

正
直
で
能
率
的
な
勤
務
の
模
範
を
み
い
だ
す
だ
ろ
う

(

m
却

)

そ
れ
は
嘗
時
「
準
歩
的
急
進
政
策
を
採
」
る
官
僚
と
さ
れ
、

(

況

〉

り
」
と
非
常
に
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
意
世
凱
に
の
み
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
意
世
凱
は
、
接
牧
後
の
天
津
に
お
い
て
、
膏
吏
・

差
役

(
M
M
〉

の
淘
汰
、
裁
判
制
度
の
改
革
、

獄
制
の
改
良
等
の
試
行
を
開
始
し
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
統
衛
門
の
遺
産
た
る

φ

西
洋
近
代
的
合
理

性
。
の
縫
承
と
自
ら
の
権
勢
欲
と
を
巧
み
に
か
ら
め
て
、
所
謂
北
洋
新
政
を
推
進
し
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
の
ち
の
北
洋
軍
閥
形
成
の
重

「其
の
思
想
と
瞬
力
に
就
い
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
蓑
な
お
曾
・
李
の
上
に
在

- 94ー

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

天
津
行
政
権
返
還
交
渉
開
始
前
の
過
程

付

都
統
街
門
撤
贋
論
の
出
現

一
九

O
O年
一
二
月
一
一
一
一
日
、
全
権
大
臣
慶
親
王
突
勘
、
李
鴻
章
と
一
一
ヵ
園
公
使
と
の
聞
で
、

目
、
こ
れ
を
清
朝
政
府
が
承
認
し
た
。
講
和
俊
約
の
骨
格
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

議
和
大
綱

一
二
僚
が
確
定
さ
れ
、

二
六

「
西
洋
的
な
も
の
へ
の
反
抗
」
と
い
う
義
和
国
の
「
素
撲
で
し
か
も
強
烈
で
あ
る
が
故
に
衝
動
的
で
あ
り
、
明
確
な
目
標
と
自
己
規
制
を
持



(

お

)

た
ぬ
故
に
狂
信
的
で
す
ら
あ
る
」
反
一
一
帝
園
主
義
運
動
は
、
列
強
の
封
中
園
利
権
奪
取
の
欲
塁
を
抑
制
、
或
い
は
掩
蔽
さ
せ
、

得
権
盆
の
保
護
と
い
う
最
大
公
約
数
の
下
、

~共
同
歩
調
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
ら
し
め
た
。
都
統
街
門
は
義
和
圏
運
動
時
に
お
け
る
列
強
の
共

同
歩
調
の
所
産
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
講
和
段
階
に
入
る
と
、
各
固
と
も
自
園
の
利
盆
の
遁
求
に
狂
奔
L
た
プ
こ
う

な
る
と
、
都
統
街
門
の
相
互
牽
制
機
能
の
み
が
自
に
つ
き
だ
し
、
各
園
が
、
清
朝
政
府
に
個
別
交
渉
を
望
む
際
に
は
、
そ
の
存
在
は
単
な
る
障

害
物
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
明
園
」
の
既

ロ
シ
ア
の
都
統
街
門
秘
書
慮
の
奪
取
で
あ
っ
た
。
一そ
れ
に
つ
い
て
、
ワ
ル
デ
ル
ゼ
l
は、

イ
ギ
リ
ス
公
使
サ
ト
ウ

2
・
ω巳
2
薩
道
義
)
氏
の
『
臨
時
政
府
』
に
反
劃
す
る
理
由
に
至
っ
て
は
、
彼
の
非
常
に
官
僚
的
な
習
慣
が
教

え
て
前
例
を
破
っ
て
執
行
し
な
い
の
は
問
題
に
し
な
い
の
を
除
き
、
そ
の
原
因
は
、
一
該
項
の
『
臨
時
政
府
』
の
主
席
が
地
位
関
係
の
た
め

に
、
ほ
か
で
も
な
く
、
ロ
シ
ア
人
の
手
中
に
蹄
し
、
そ
の
う
え
、
最
も
イ
ギ
リ
ス
人
に
恨
ま
れ
て
い
る
(
ロ
シ
ア
〉
絡
軍
ウ
ォ
ガ
ヅ
ク
の

(
川
品
〉

手
中
に
蹄
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、
天
津
租
界
に
お
け
る
英
併
南
軍
の
衝
突
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
各
園
軍
陵
聞
の
不
和
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く

る
の
と
相
侯
っ
て
、
都
統
街
門
撤
底
の
聾
が
あ
が
り
始
め
る
背
景
と
な
っ
た
。

そ
の
朕
況
に
火
を
附
け
た
の
が
、

ra 

n
M
M
 

一
九

O
一
年
春
に
、
都
統
衛
門
曾
議
に
代
表
を
涯
遣
L
て
い
る
六
園
公
使
と
の
曾
合
で
、

一天
津
返
還
は
公
約
第

一一

款
に

記
載
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
天
津
か
ら
の
撤
兵
、
逗
還
を
要
請
し
た
。
そ
れ
に
封
し
、
六
園
公
使
ほ
、

各
園
武
官
及
び
と
も
に
和
約
燦

款
を
協
議
し
て
い
る
諸
園
公
使
と
の
相
談
に
数
月
を
費
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
、
と
返
答
し
て
き
た
。
そ
の
後

も
、
外
務
部
は
頻
り
に
照
舎
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
六
園
公
使
か
ら
再
度
照
舎
を
得
、

そ
の
照
舎
の
内
容
を
引
用
し
て
、
七
月
二
八
日
に
次
の

よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。

清
圏
外
務
部
は
、

323 

現
に
本
園
園
家
を
奉
じ
、
躍
に
一
該
都
統
街
門
を
終
っ
て
裁
撤
す
る
を
允
す
ベ
し
。
惟
だ
中
園
園
家
、
先
ず
躍
に
特
に
盤
明
を
魚
し、

擬
す

る
所
の
各
節
に
照
ら
し
て
耕
理
す
る
を
允
す
ベ
し
。
麿
広
各
節
を
允
す
べ
き
の
覆
文
到
る
の
日
よ
り
起
こ
し
て
計
算
し
、

四
箇
膿
拝
内
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お
よ

に
、
天
津
都
統
街
門
を
勝
っ
て
裁
撤
せ
ん
。
躍
に
指
明
を
請
う
ら
く
は
、

時
に
届
び
て
都
統
街
門
、

躍
に
天
津
城
並
び
に
天
津

一
帯
地
方

(
お
)

の
各
事
を
勝
っ
て
、
何
の
項
の
官
員
に
交
輿
し
接
牧
す
べ
き
か
。

ま
た
、
こ
の
照
舎
に
附
属
し
て
い
た
篠
件
中
、
次
の
一

簡
を
外
務
部
は
重
要
な
問
題
と
し
た
。

間開
蓋
を
訴
盟
し
、
及
び
京
師
よ
り
海
に
至
る
の
逼
逼
に
、

数
慮
を
酌
定
し
て
兵
を
留
め
、
奮
に
照
ら
し
て
駐
設
す
る
が
如
き
は
、
均
し
く

公
約
第
八
款
・
第
九
款
に
按
照
し
て
掛
理
す
る
に
係
り
、
中
園
駐
兵
、

須
ら
く
天
津
を
距
つ
る
こ
と
二
十
里
と
す
べ
き
は、

彼
此
相
遇
つ

て
事
を
滋
く
す
る
を
兎
る
る
に
係
り
、
其
の
稽
す
る
所
の
京
よ
り
海
に
至
る
の
通
道
の
各
軍
隊
管
槽
の
得
る
所
の
弾
匪
治
罪
の
権
、
延
い

(
お
)

て
鍛
路
南
努
六
里
に
至
る
は
、
戴
路
或
い
は
電
線
或
い
は
聯
軍
の
人
及
び
物
産
を
犯
す
有
る
を
指
し
て
言
う
に
係
る
。

(

幻

)

し
か
し
、
そ
の
他
の
各
簡
に
つ
い
て
は
、
外
務
部
も
異
議
な
く
、
「
中
園
、
地
方
を
治
理
す
る
の
擢
と
、
な
お
窒
硬
な
し
」

と
し
て
積
極
的

に
返
還
貧
現
へ
運
ぼ
う
と
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
交
渉
は
、
こ
れ
以
上
の
準
展
を
み
ず
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。
本
格
的
交
渉
は、

辛
丑
燦
約
の

で
は
、
辛
丑
係
拘
の
締
結
に
至
る
ま
で
の
都
統
街
門
の
存
贋
を
め
ぐ
っ
て
、

使
、
各
園
武
官
及
び
和
約
係
款
に
関
連
し
て
い
る
諸
園
公
使
と
の
聞
で
数
月
も
費
し
て
議
論
さ
れ
た
内
容
|

|
都
統
衛
門
撤
慶
に
劃
す
る
賛
否

南
論
を
こ
こ
で
み
て
お
こ
う
。

ど

の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
六
園
公

- 96ー

締
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

反
射
論
は
、
連
合
軍
各
園
司
令
官
ら
が
唱
え
た
。
ワ
ル
デ
ル
ゼ
l
は
「
天
津
及
び
そ
の
附
近
に
射
し
て
、

長
期
間
、
園
際
管
理
の
下
に
置
く

(

お

)

ベ
き
一
事
は
、
極
め
て
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、

自
己
の
見
解
が
原
則
上
完
全
に
間
違
い
が
な
い
こ
と
は
、
「
そ
の一

は
連
合
軍

各
園
司
令
で
私
の
主
張
に
一
致
、
賛
成
し
な
い
も
の
は
い
な
い。

そ
の
こ
は
一
八
九
九
年
の
ハ

l
グ
卒
和
曾
議
で
か
つ
て
規
定
し
た
の
だ
が
、

(

ぬ

〉

お
お
む
ね
敵
地
を
占
領
し
た
後
、
そ
の
地
の
行
政
事
務
は
占
領
軍
隊
の
監
督
下
に
置
く
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
で
誼
明
で
き
る
と
い
う
。
反
封
理

(
州
制
〉

由
は
、
外
園
軍
隊
が
駐
兵
権
と
行
政
権
を
と
も
に
掌
握
せ
ね
ば
、
清
朝
政
府
に
僚
約
を
遵
守
せ
し
め
る
「
最
も
有
数
な
手
段
」
と
し
て
の
駐
兵

が
意
味
を
な
さ
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
白
河
を
凌
諜
修
理
す
る
一

事
に
至
つ
て
は
、
北
京
の
安
寧
、
天
津
の
一商
業
に
皆



重
要
な
関
係
が
あ
り
、
私
は
現
在
既
に
そ
の
着
手
進
行
を
命
令
し
た
。
も
し
車
園
勢
力
が
一
旦
ま
た
優
勢
を
占
め
れ
ば
、
私
の
こ
の
計
霊
は
立

ち
ど
こ
ろ
に
停
滞
に
掃
す
る
か
、
或
レ
は
永
遠
に
寅
現
の
日
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
の
(
白
河
波
深
修
理
〉
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ

〈

H
U
〉

り
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
事
は
ま
こ
と
に
『
臨
時
政
府
』
を
設
立
し
た
債
値
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
」
と
あ
る
エ
う
に
、
一
八
九
八

年
か
ら
中
外
協
同
で
着
工
さ
れ
て
き
て
、
義
和
園
戦
争
後
、
軍
事
上
、
通
一
商
上
、
そ
の
重
要
性
が
増
し
た
白
河
(
北
河
)
改
修
工
事
完
成
へ
の

危
倶
を
具
盤
的
理
由
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
反
封
論
は
、
日
本
の
内
閣
線
理
大
臣
山
牒
有
朋
の

「天
津
ハ
北
京
ノ
咽
喉
ヲ
拓

シ
山
東
及
満
洲
ノ
中
央
-
一
位
シ
貫
ニ
北
清
要
衝
ノ
地
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
久
ク
北
部
遁
一商
ス
衝
ト
シ
テ
各
圏
共
同
ノ
利
害
-
一
関
ス
ル
コ
ト
頗
ル

(

必

)

大
ナ
リ
故
ニ
支
津
大
浩
一
帯
ノ
地
域
ヲ
劃
シ
テ
中
立
地
ト
ナ
シ
各
園
ノ
共
同
守
護
ニ
置
ク
ヲ
必
要
ト
ス
」
と
い
う
天
津
中
立
化
案
に
ま
で
設
展

す
る
。

担5

そ
れ
に
封
し
い
各
園
公
使
や
領
事
ら
に
は
、
列
強
聞
の
調
整
を
は
か
り
、
将
来
に
お
け
る
共
同
歩
調
の
維
持
を
保
障
す
る
こ
と
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
に
単
に
相
互
封
立
の
み
な
ら
ず
、
本
園
の
財
政
事
情
を
あ
げ
る
撤
底
賛
成
論
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
一
九

O
一

年
四
月
一
七
日
の
公
使
曾
議
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
が
「
天
津
ノ
民
政
ハ
過
渡
ノ
時
期
間
ト
難
事
情
ノ
許
ス
限
リ
可
成
速
-
一
之
ヲ
清
園
政

(

必

〉

府
ニ
返
還
ス
ベ
シ
」
と
謹
言
し
、
代
表
一
同
が
賛
成
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
外
交
筋
で
は
撤
慶
賛
成
を
早
い
時
期
か
ら
表
明
し
て

い
た
。
ま
た
、
日
本
で
は
山
鯨
の
天
津
中
立
化
案
に
劃
し
て
、
外
務
大
臣
青
木
周
裁
が

「大
泊
及
天
津
ノ
砲
蓋
ヲ
贋
設
シ
北
京
ニ
逼
ズ
ル
道
路

銭
道
及
電
信
ヲ
保
護
ス
ル
矯
メ
弁
ニ
北
京
公
使
館
ヲ
警
護
ス
ル
震
メ
将
来
各
園
ヨ
リ
北
京
天
津
開
へ
各
一
中
陵
ヲ
配
置
セ
シ
メ
パ

『中
立
地
』

(

必

〉

ヲ
設
定
ス
ル
必
要
ナ
キ
ニ
一
似
タ
リ
」
と
反
論
を
加
え
て
い
る
。

J
h

一

義
和
園
戦
争
後
、
清
朝
を
介
し
て
中
園
を
開
接
支
配
せ
ん
と
す
る
、
新
し
い
封
中
園
政
策
の
大
枠
に
お
い
て
は
同
一
意
見
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
を
貫
行
に
移
し
て
い
く
時
の
方
法
論
の
組
踊
が
、
軍
隊
筋
と
外
交
筋
の
聞
に
存
在
し
た
。
列
強
聞
の
利
害
劉
立
に
加
え
、
こ
う
し
た

一
圏

内
の
意
見
不
一
致
が
、
以
後
の
返
還
交
渉
室
長
び
か
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

九
月
七
日
、
一
年
近
く
の
月
日
を
費
じ
て
、

一よ
う
や
く
辛
丑
僚
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
天
津
行
政
権
返
還
に
直
接
関
係
の
あ
る
僚

- 97ー
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項
の
ポ
イ
ン
ト
部
分
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

八
款
川
清
園
園
家
は
大
泊
砲
蓋
及
び
北
京
・
海
漬
聞
の
自
由
交
通
の
障
害
に
な
る
各
砲
蓋
を
一
律
に
削
卒
す
る
こ
と
。

九
款
外
国
軍
隊
は
北
京
・
海
漬
聞
の
自
由
交
通
維
持
の
た
め
、
天
津
・
山
海
開
等
の
一
二
ヵ
所
に
駐
留
す
る
こ
と。

一
一
款
一
項
北
河
の
河
道
改
修
は
、
天
津
を
治
理
す
る
事
務
が
返
還
さ
れ
た
後
に
中
外
の
協
力
に
よ

っ
て
行
う
こ
と
。

辛
丑
傑
約
に
お
け
る
天
津
行
政
権
返
還
は
、
北
河
改
修
工
事
の
前
提
僚
件
と
さ
れ
、
さ
し
て
重
要
で
な
い
案
件
で
あ
る
観
さ
え
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

亡コ

蓑
世
凱
の
登
場

辛
丑
篠
拘
附
件
に
あ
る
よ
う
に
、
各
園
軍
隊
は
九
月
一
七
日
に
公
使
館
守
護
兵
を
除
い
て
北
京
か
ら
撤
退
し
、

二
二
日
に
は
第
九
款
に
列
奉

さ
れ
て
い
る
一
ニ
カ
所
の
駐
留
地
を
除
い
て
直
隷
省
全
域
か
ら
撤
退
し
た
。
そ
の
撤
退
に
よ
り
、
西
安
の
行
在
に
い
た
雨
宮
が

一
O
月
六
日
に

(

日

目

)

目
撃
を
開
始
し
た
。

- 98ー

こ
う
し
て
辛
丑
燦
約
に
従
っ
て
，
次
々
と
事
が
準
め
ら
れ
て
い

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
津
返
還
交
渉
は
再
開
の
端
緒
を
み
い
だ
せ
ぬ
ま
ま

(
必

〉

で
あ
っ
た
。
九
月
三

O
日
に
は
、
天
津
返
還
交
渉
を
開
始
し
早
期
回
牧
に
努
め
よ
と
い
う
上
識
が
突
由
、
李
鴻
章
に
俸
え
ら
れ
た
が
、
天
津
を

受
領
す
る
責
任
者
た
る
直
隷
線
督
李
鴻
一
章
の
健
康
朕
態
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
貰
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
李
鴻
章
は
一

O
月
三

O
日

(
円
引
)

に
吐
血
、
一
一
月
六
日
に
は
一

0
日
聞
の
賞
恒
を
う
け
た
が
、
そ
の
翌
日
、
中
園
近
代
史
に
数
多
く
の
事
跡
を
残
し
て
、
つ
い
に
七
八
年
聞
の

(
川
崎
〉

生
涯
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
っ
た
。
同
日
附
で
、
山
東
巡
撫
嚢
世
凱
に
直
隷
線
督
粂
北
洋
大
臣
を
署
理
せ
し
め
、

意
が
未
到
任
の
聞
は
直
隷
布
政
使

周
霞
が
護
理
せ
よ
と
い
う
上
識
が
下
っ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
蓑
は
生
母
劉
氏
の
喪
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
酔
退
し
た
が
、
九
日
再
び
上
識
を

う
け
る
に
及
ん
で
、
一
七
日
北
上
し
、
署
直
隷
線
督
粂
北
洋
大
臣
の
任
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

一
二
月
五
、
六
両
日
、
北
京
の
各
園
公
使
を
歴
訪
し
、
そ
の
最
後
に
日
本
公
使
内
田
康
哉
を
訪
ね
た
。
そ
の
場
で
、

蓑
は
天
津

蓑
世
凱
は
、
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返
還
の
件
に
劃
す
る
内
田
の
意
向
を
打
診
す
る
と
と
も
に
助
力
を
請
う
た
。
意
は
天
津
の
今
日
の
獄
態
に
つ
い
て
、
都
統
街
門
管
理
下
に
あ
る

(

ω

)

 

地
域
で
の
土
匪
の
娼
擁
と
そ
の
影
響
に
よ
る
通
商
の
衰
退
、
盟
務
に
お
け
る
支
障
を
述
べ
た
。
ま
た
、
清
朝
政
府
か
ら
の
要
請
理
由
と
し
て
、

(

日

)

天
津
は
北
京
の
門
戸
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
他
園
に
委
ね
置
く
こ
と
の
不
便
、
新
政
推
準
の
上
で
直
隷
省
は
「
全
園
首
善
ノ
省
ニ
シ
テ
主
ト
シ
テ

(

臼

〉

新
事
業
ヲ
起
シ
大
ニ
他
省
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
キ
地
位
」
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
津
が
未
回
牧
の
ま
ま
で
は
そ
の
資
力
を
得
る
す
べ
が
な

(

臼

)

い
こ
と
、
且
つ
、
義
和
園
戦
争
の
賠
償
線
額
に
お
け
る
直
隷
省
の
負
携
が
園
抜
け
て
大
き
い
こ
と
、

及
び
保
定
に
い
て
は
充
分
に
善
後
を
は
か

り
各
園
へ
の
義
務
を
果
た
し
え
な
い
こ
と
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
締
め
く
く
り
に
、

清
朝
官
僚
に
あ
っ
て
は
意
以
外
の
誰
も
出
し
え
な
い

切
札
を
も
っ
て
迫
る
の
で
あ
る
。

余
ガ
昨
年
山
東
巡
撫
任
内
地
方
安
寧
ヲ
維
持
ス
ル
黙
-
一
於
テ
柳
カ
知
ラ

ル
ル
所
ア
ル
-
一
割
シ
テ
天
津
ヲ
還
付
セ
ラ
ル

ル
ト
モ
地
方
安
寧
ヲ

ハ
臼
)

維
持
ス
ル
事
-
一
ハ
本
線
督
ヲ
信
用
セ
ラ
ル
ル
事
ト
思
考
ス

す
な
わ
ち
、
山
東
省
に
お
い
て
護
生
し
た
義
和
国
運
動
を
支
援
し
そ
の
元
凶
と
ま
で
噂
さ
れ
た
航
賢
に
か
わ

っ
て、

署
山
東
巡
撫
に
任
ぜ
ら
れ
た
嚢
は
、
自
ら
率
い
る
新
軍
に
よ
る
徹
底
弾
匪
を
選
揮
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
山
東
省
に
お
け
る
義
和
国
の
活
動
は
下

火
に
な
り
、
清
朝
政
府
が
宣
戦
布
告
す
る
に
至
っ
て
も
、
山
東
省
は
非
戦
争
朕
態
を
維
持
し
績
け
る
が
、

一
方
山
東
省
か
ら
流
れ
出
し
た
義
和

圏
は
、
直
隷
・
山
西
等
の
北
中
園

一
帯
に
績
散
し
、
結
果
的
に
は
運
動
そ
の
も
の
を
護
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

義
和
闇

運
動
に
劃
し
て
、
終
始
、
強
硬
弾
匪
策
を
採
用
し
自
己
の
任
内
で
成
果
を
お
さ
め
た
の
は
清
朝
官
僚
の
中
で
は
哀
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
義

和
国
の
再
来
を
最
も
恐
れ
る
列
強
に
向
か
っ
て
、
地
方
安
寧
の
維
持
を
拘
束
す
る
場
合
、
過
去
に
責
績
の
あ
る
嚢
を
お
い
て
ほ
か
に
こ
の
よ
う

な
説
得
力
の
あ
る
護
言
が
で
き
る
者
が
い
な
い
の
が
寅
情
で
あ
っ

た
。
連
合
軍
の
勝
利
は
蓑
に
E
大
な
財
産
を
も
た
ら
し
た
。
嚢
は
そ
の
財
産

を
大
い
に
生
か
し
て
、
辛
丑
篠
約
鐙
制
下
で
劃
外
的
・
封
内
的
強
さ
を
護
揮
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
九
九
年
一

二
月、

- 99ー
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(

日

〉

公
使
訪
問
と
同
時
に
、
蓑
に
語
皐
力
と
外
交
手
腕
を
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
唐
紹
儀
が
津
海
開
遁
に
就
任
す
る
。
天
津
、返
還
交
渉
は
、
内
外

雨
面
か
ら
本
格
的
な
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
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(
日
〉

一
二
月
九
日
、
意
は
各
園
公
使
あ
て
に
書
翰
を
迭
り
、
天
津
返
還
を
要
請
し
た
。
そ
の
直
後
に
、
辛
丑
篠
約
を
遵
守
す
る
意
思
が
清
朝
政
府

(

貯

)

に
あ
る
こ
と
を
示
す
ベ
く
、
庚
子
賠
款
第
一
次
支
梯
い
を
期
日
通
り
に
行
い
、
翌
一
九

O
二
年
一
月
七
日
に
は
雨
宮
が
回
京
し
た
。
そ
う
い
う

(
関
)

圏
内
情
勢
を
背
景
に
、

一
月
一
一
目
、
再
び
蓑
は
各
園
公
使
あ
て
に
書
翰
を
遣
っ
た
が
、
芳
し
い
反
鷹
は
な
く
、

(
臼
)

が
、
た
だ
ち
に
同
意
を
示
し
た
に
す
ぎ
ぬ
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

た
だ
日
米
雨
園
公
使
だ
け

介
入
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

嚢
は
ま
た
、
別
の
ル
l
ト
を
使
っ
て
交
渉
の
糸
口
を
つ
か
む
努
力
を
し
た
。
都
統
街
門
に
閲
し
て
は
、
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
に

つ
ま
り
、
従
来
の
駐
清
公
使
を
通
す
方
法
で
は
な
く
、
列
強
各
園
政
府
に
直
接
、
交
渉
の
開
始
を
訴
え
た
の
で

海
約
鎗
〉
に
「
哀
線
督
は
、
北
京
の
外
園
公
使

(

印

)

が
既
に
こ
の
提
案
に
同
意
を
表
明
し
た
が
、
そ
の
時
日
ま
で
提
示
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
」
と
惇
え
さ
せ
、

一
月
二

O
目、

出
使
美
園
大
臣
伍
廷
芳
を
し
て
、

ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
へ
イ

C
-
z
a

あ
る
。

ア
メ
リ
カ
政

府
の
協
力
を
要
請
し
た
。
伍
廷
芳
は
、

七
月
二
七
日
に
任
期
満
了
し
揖
開
園
す
る
ま
で
の
問
、
地
道
に
ア
メ
リ
カ
側
と
折
衝
を
績
け
、

(

臼

)

で
欧
米
諸
園
の
新
聞
を
通
し
て
こ
の
要
請
を
惇
播
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

そ
の
一
方

-100ー

へ
イ
は
そ
の
主
旨
を
英
・
例
・
日
・
濁
・
伊
に
駐
在
す
る
ア
メ
リ
カ
公
使
に
惇
え
、
各
園
政
府
の
見
解
を
確
か
め
さ
せ
た
。
そ
の
文
面
に
お

い
て
、

ア
メ
リ
カ
政
府
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
一
該
地
方
に
お
け
る
一
般
行
政
に
干
渉
し
、
人
民
を
支
配
し
法
律
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
中
園
政
府
の
努
力
を
妨
げ
、

そ
し
て
賠
償
金
支
梯
い
の
た
め
に
猪
保
に
い
れ
た
税
の
徴
牧
を
妨
げ
る
天
津
市
及
び
そ
の
周
漫
地
匿
の
臨
時
政
府
の
存
績
が
、
直
諌
省
か

ら
の
列
強
の
撤
兵
の
黙
に
お
い
て
最
終
議
定
書
の
傑
件
と
一
致
せ
ず
、
寅
現
可
能
な
最
も
早
い
日
に
中
園
嘗
局
へ
の
天
津
市
及
び
そ
の
周

漫
地
匿
の
返
還
が
、
列
強
・
中
園
聞
の
争
黙
の
調
整
に
求
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
な
る
、
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
決
し
て
北
京

・
海
漬

(

位

〉

聞
の
自
由
交
通
維
持
の
た
め
の
列
強
軍
隊
の
分
遣
陵
の
存
在
問
題
に
影
響
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
門
戸
開
放
宣
言
に
の
っ
と
っ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
植
民
地
主
義
」
と
は
異
な
る
、
だ
が
本
質
的
に
は
全
く
同
類
の
、

(

臼

〉

を
海
外
に
も
た
ず
、
濁
立
を
輿
え
あ
る
い
は
濁
立
を
認
め
」
る
方
針
を
貫
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
清
朝
政
府
を
し
て
中
閣
を
支
配
せ
し
め
、
辛

「領
土



丑
傑
約
睡
制
に
少
し
で
も
早
く
入
っ
た
方
が
列
強
と
中
圏
内と
の
聞
の
事
態
調
整
に
プ
ラ
ス
と
な
り
、
ひ
い
て
は
中
園
に
劃
し
て
経
済
的
侵
略
を

企
園
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
利
盆
に
な
る
と
之
ろ
大
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
北
京
・
海
漬
聞
の
交
通
路
維
持
の
た
め
の
各
園
軍
隊

駐
留
に
行
政
権
の
掌
握
は
含
ま
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
ー
都
統
街
門
撤
贋
に
よ
る
影
響
も
な
し
と
し
て
、
中
園
側
へ
の
行
政
権
即
時
返
還
を
促

し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

，天
津
駐
兵
権
と
一
該
地
行
政
権
を
分
離
す
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
天
津
返
還
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
公
使
た
ち
か
ら
駐
在
各
園
政
府
へ
の
間
合
わ
せ
は
、
三
月
初
め
前
後
(
日
本
の
場
合
、
外
務
大
臣
小
村
害時
太
郎
の
手
に
渡
っ
た
の
が
、
三

月
三
日
と
な
っ
て
い
る
)
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
蓑
の
列
強
各
園
政
府
を
動
か
し
て
打
聞
を
狙
お
う
と
す
る
計
略
は
、
み
ご
と
放
を
奏
し
、

現
地
中
園
に
お
い
て
、
公
使
・
軍
陵
聞
で
の
見
解
の
魁
師
か
ら
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
観
が
あ
っ
た
交
渉
開
始
が
賞
現
し
、
本
園
政
府
の
指
示
を

受
け
て

i

都
統
街
門
撤
贋
・
天
津
返
還
に
向
か
っ
て
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。

三
月
五
日
、
外
務
部
は
英
・
併
・
露
・
濁
・
日
・
伊
六
園
公
使
に
正
式
に
照
舎
を
行
う
。
よ
う
や
く
、
こ
こ
に
天
津
都
統
街
門
撤
贋
・
天
津

行
政
権
返
還
交
渉
の
開
始
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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天
津
行
政
権
返
還
交
渉

付

返
還
保
件
を
め
ぐ
る
各
園
公
使
・
司
令
官
聞
の
交
渉
と
蓑
世
凱
の
封
麿

三
月
一
三
目
、
北
京
に
お
い
て
六
園
公
使
曾
議
が
聞
か
れ
、
都
統
街
門
の
早
期
撤
贋
に
向
け
て
基
本
的
燦
件
が
討
論
さ
れ
た
。

「
討
議
サ
レ
タ
ル
重
ナ
ル
候
件
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
天
津
ヨ
リ
全
グ
外
園
兵
ノ
撤
退
ヲ
了
ス
ル
迄
清
園
兵
隊
ハ
天
津
ノ
周
圏
二
英
里
以
内
ニ
駐
屯
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

②
清
園
ハ
天
津
J
城
壁
ヲ
再
築
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
コ
ト

③
天
津
還
附
ハ
現
ニ
民
政
鹿
ニ
於
テ
着
手
中
ナ
ル
砲
墨
ノ
破
援
ヲ
了
シ
タ
ル
後
始
メ
テ
行
ハ
ル
ベ
キ
コ
ト

そ
の
時
の

329 
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④
天
津
還
附
後
ハ
議
定
書
第
十
一
候
ノ
規
定
ニ
ヨ
リ
白
河
修
理
委
員
曾
ニ
於
テ
清
人
多
数
ヲ
占
ム
ベ
キ
ヲ
以
テ
之
ニ
備
フ
ル
タ
メ
在
清
濁
逸

公
使
ハ
天
津
駐
在
外
園
軍
隊
ヨ
リ
一
ノ
武
官
代
表
者
ヲ
一
該
委
員
-
一
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
提
議
セ
リ

(

臼

〉

⑤
天
津
ハ
外
園
軍
ノ
駐
在
ス
ル
開
ハ
一
該
地
還
附
後
使
用
ス
ベ
キ
射
的
場
ノ
事
ニ
開
シ
清
園
官
憲
ト
或
ル
協
定
ヲ
整
フ
ル
コ
ト
必
要
ナ
リ

①
は
、
公
使
舎
議
に
お
い
て
は
、
駐
津
外
園
軍
隊
の
撤
退
を
近
い
賂
来
に
設
定
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
現
れ
た
一
傑
項
で
あ
る
。
辛
丑
篠
約
締

結
以
前
の
都
統
街
門
存
鹿
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
外
交
筋
と
軍
陵
筋
の
聞
で
劃
立
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
天
津
行
政
権
返
還
交
渉
が
開

始
さ
れ
て
も
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
す
る
。
②
③
④
は
、
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
天
津
城
壁
・
砲
墨
撤

去
・
北
河
改
修
の
各
問
題
に
劃
す
る
具
鐙
案
で
あ
る
。
⑤
は
、
一
九

O
一
年
七
月
の
上
奏
中
に
引
用
さ
れ
た
照
舎
の
争
黙
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
「
射
的
場
」
日
軍
事
演
習
に
言
及
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
三
・
二
ニ
公
使
禽
議
で
の
内
容
に
劃
す
る
清
園
側
の
反
躍
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

婁
世
凱
は
外
務
部
へ
の
報
告
で
、
従
来
六
園
公
使
は
天
津
逗
還
を
表
明
し
な
が
ら
も
具
佳
的
な
時
日
の
提
示
に
至
ら
な
か
っ
た
の
が
、

ゃ
く
日
程
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ょ
う
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一
該
款
内
に
天
津
附
近
十
皇
内
駐
兵
を
許
さ
ざ
る
の
一
節
有
り
。
惟
う
に
天
津
は
中
園
の
地
方
に
係
り
、

各
園
均
し
く
駐
兵
す
る
有
り
、
反

っ
て
地
主
の
自
ら
其
の
権
を
行
な
う
を
允
さ
ざ
る
は
、
殊
に
公
道
を
絞
く
。
且
つ
津
郡
盗
賊
充
斥
し
、

多
く
利
器
を
有
す
。
現
に
各
圏
駐

兵
甚
だ
多
く
、
の
お
拾
劫
迭
ば
出
ず
る
を
兎
れ
ず
。
我
如
し
兵
な
く
ん
ば
、
断
じ
て
治
理
し
難
し
。
津
埠
に
至
り
て
は
左
右
の
地
勢
甚
だ

か

狭
く
、
本
よ
り
重
兵
を
駐
す
る
能
わ
ざ
る
も
、
弾
匪
絹
捕
に
は
二
、
三
千
兵
必
ず
少
く
べ
か
ら
ず
。
如
し
各
園
、
大
部
に
向
か
い
て
一
商
及

(

臼

)

せ
ば
、
務
め
て
鼎
力
主
持
す
る
を
祈
る
。
切
に
躍
る
。

一
九

O
一
年
七
月
の
上
奏
中
の
照
舎
に
あ
っ
た
全
保
件
も
嘗
然
含

ま
れ
て
提
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
中
で
も
、
清
園
軍
陵
駐
屯
禁
止
匿
域
の
存
在
に
伴
う
天
津
の
治
安
維
持
の
た
め
の
兵
員
数
制
限
に
は
、
蓑一

は
強
く
反
射
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
件
に
つ
い
て
は
、
断
乎
、
六
園
公
使
に
蓑
の
示
し
た
右
の
要
求
を
主
張
す
る
こ
と
を
外
務
部
に
依
頼

一
・
一
三
公
使
曾
議
で
は
、

「討
議
サ

レ
タ
ル
重
ナ
ル
篠
件
」
以
外
に
、



し
て
い
る
。
重
か
ら
の
報
告
を
'う
け
て
、
三
月
二
ハ
日
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
と
の
曾
談
に
臨
ん
だ
外
務
部
は
、
震
に
、

昨
、
英
使
と
天
津
を
交
還
す
る
の
事
に
談
及
す
る
に
、
向
お
敷
款
有
り
。
北
河
を
修
し
、
破
蓋
を
訴
し
、
天
津
に
城
を
修
せ
ず
、
巡
捕
を

設
け
、
重
兵
を
駐
す
る
を
え
ざ
る
に
係
る
。
嘗
に
答
う
る
に
「
地
方
を
弾
座
す
る
は
、
必
ず
二
、
三
千
人
を
須
ち
て
方
め
て
敷
用
す
る
に

足
る
」
を
以
て
す
。
英
使
但
だ
言
え
ら
く
「
域
内
に
在
る
べ
か
ら
.す
」
と
。
並
び
に
十
里
の
外
に
限
定
す
る
の
読
な
し
。
天
津
を
交
還
す

〈侃〉

る
の
日
期
は
、
以
上
未
だ
妥
協
を
商
ら
ざ
る
に
因
り
て
、
是
を
以
て
朱
だ
定
ま
ら
ず
。

と
い
う
返
事
を
迭
り
、
列
強
側
の
冷
淡
な
劃
麿
を
惇
え
て
い
る
。

清
園
側
は
、
天
津
の
治
安
維
持
を
困
難
に
す
る
軍
陵
駐
屯
禁
止
匡
域
の
存
在
を
最
も
問
題
-
損
し
て
い
た
。

一
九

O
一
年
七
月
の
上
奏
中
の
照

舎
の
引
用
に
お
い
て
は
、
清
園
軍
隊
駐
屯
禁
止
匿
域
が
天
津
の
周
圏
一
一

O
里
と
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
「
中
園
、
地
方
を
治
理
す
る

の
擢
と
、
な
お
窒
硬
な
し
」
と
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
今
回
ゐ
報
告
と
は
劉
照
的
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
主
に
、
天
津
を
接
放
す
る
直

隷
線
督
の
遣
い
|
|
講
和
曾
議
の
遁
程
か
ら
そ
の
健
康
が
案
じ
ら
れ
て
い
た
八

O
歳
目
前
の
李
鴻
一
章
と
四

O
歳
を
こ
え
た
ば
か
り
の
新
準
気
鋭

の
嚢
世
凱
と
の
意
気
込
み
の
差
ー
ー
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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さ
て
、
公
使
曾
議
で
は
三
・
=
ニ
篠
件
に
闘
す
る
意
見
を
駐
津
司
令
官
に
き
く
こ
と
と
な
り
、
討
議
の
場
は
天
津
に
移
さ
れ
た
。

(
目
別
〉

「
天
津
行
政
権
返
還
に
閲
す
る
遁
牒
」
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
二
九
僚
か
ら
成
る

「
頗

四
月
一
二
日
、
連
合
各
園
司
令
官
舎
議
が
聞
か
れ
、

(

回

)

ル
煩
雑
苛
酷
ナ
ル
傑
件
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
通
牒
の
主
な
篠
項
を
、
失
に
要
約
し
て
あ
げ
て
み
よ
う
。

一

①
削
卒
さ
れ
た
砲
蓋
の
再
築
禁
止
(
第
二
僚
〉
。

②
天
津
城
壁
の
再
築
禁
止
〈
第
三
候
〉
。

③
天
津
に
お
け
る
清
園
警
察
人
員
は
「
天
津
市
街
及
天
津
都
統
街
門
ノ
現
管
轄
地
域
ヲ
逼
シ
テ
」
二
五

O
O人
に
制
限
す
る
こ
と
(
第
五
燦
)。

④
天
津
市
街
か
ら
三

0
キ
ロ
以
内
を
清
園
軍
陵
駐
屯
禁
止
匿
域
と
す
る
こ
と
(
第
八
僚
〉
。

⑤
外
圏
軍
隊
は
、
そ
の
占
領
地
周
圏
三

0
キ
ロ
傘
径
内
に
お
い
て
「
清
園
官
街
-
一
照
曾
ヲ
用
ヒ
ズ
シ
テ
操
練
ヲ
震
シ
射
撃
及
野
外
演
習
ヲ
行

331 



332 

フ
コ
ト
」
(
第
九
僚
)
。

⑥
外
園
軍
隊
は
必
要
の
時
に
際
し
、
北
戴
河
及
び
北
京
西
方
の
丘
陵
上
に
、
夏
期
舎
営
地
を
占
領
す
る
自
由
が
あ
る
こ
と
(第
一
六
傑
)
。

(
的
)

⑦
清
朝
政
府
は
、
天
津
都
統
街
門
曾
議
の
行
篤
一
切
を
承
認
す
る
こ
と
(
第
二
O
傑〉
。

ま
た
⑦
に
は
「
聯
合
諸
園
ハ
清
園
ト
戦
争
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
常
ニ

主
張
セ
シ
ガ
故
ニ
偲
政
府
ハ
清
園
政
府
ニ
代
リ
テ
行
動
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
シ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
注
目
に
債
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
八
ヵ
園
連
合
軍
が
中
園
に
汲
遣
さ
れ
た
の
が
、
北
京

の
公
使
館
を
は
じ
め
と
し
た
列
強
各
園
人
の
救
援
、
保
護
に
あ
た
る
た
め
と
い
う
理
由
づ
け
を
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
芸
生
氏
は

連
合
軍
の
態
度
と
し
て
八
黙
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
黙
「
我
ら
の
本
闘
は
目
下
、
中
園
政
府
と
卒
和
を
保
持
し
て
い
る
の
で
決
し
て
中

園
政
府
に
劃
し
て
進
兵
す
る
の
で
は
な
い
」
こ
と
と
、
第
三
貼
「
今
回
の
準
兵
の
目
的
は
、
義
和
国
の
名
を
以
て
中
園
政
府
を
鱒
覆
せ
ん
と
欲

(
刊
川
〉

す
る
有
力
な
叛
徒
を
討
伐
す
る
に
在
る
」
こ
と
に
基
づ
け
ば
、
列
強
側
は
義
和
国
戦
争
を
園
家
聞
の
戦
争
と
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
列
強
側
と
す
れ
ば
、
無
力
な
清
朝
政
府
に
か
わ
っ
て
暴
徒
を
討
伐
し
て
や
り
、
陥
落
後
、
無
政
府
朕
態
に
あ
っ
た
天
津
を
救
助
し
再

建
し
て
や
っ
た
の
だ
か
ら
、
清
朝
政
府
は
提
示
さ
れ
た
返
還
係
件
を
全
面
的
に
承
認
し
、
天
津
を
あ
り
が
た
く
頂
戴
す
る
の
が
嘗
然
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
連
合
軍
の
戦
争
中
の
諸
行
痛
を
う
や
む
や
に
し
、
甚
し
き
は
正
嘗
化
す
ら
し
、
加
え
て
は
、
名
目
上
、

都
統
衛
門

を
撤
慶
す
る
が
、
寅
質
的
に
は
存
績
し
て
中
園
を
監
視
し
匪
迫
し
績
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
・
一
二
遁
牒
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
司
令
官
か
ら
北
京
の
公
使
曾
議
に
通
報
さ
れ
た
。
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四
月
二
九
日
、
雨
宮
に
雇
従
し
て
南
苑
か
ら
北
京
に
入
っ
た
蓑
世
凱
は
、
翌
日
、
内
田
公
使
を
訪
ね
た
。
そ
の
際
の
曾
談
で
、
四
・
一

二
通

牒
の
内
容
を
説
明
さ
れ
た
愛
は
「
天
津
地
方
ハ
其
制
限
里
数
以
内
位
ノ
慮
正
ニ
匪
徒
尤
モ
多
キ
所
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
列
強
が
こ
の

地
域
及
び
敏
道
周
謹
に
、
清
園
の
治
安
維
持
を
目
的
と
す
る
軍
隊
の
配
置
を
許
さ
な
け
れ
ば
、
清
園
側
と
し
て
は
、
辛
丑
傑
約
第
一

O
款
に-記

さ
れ
て
あ
る
、
清
園
官
憲
に
負
わ
さ
れ
た
民
衆
の
排
外
運
動
を
弾
匡
す
る
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
難
し
い
と
し
た
。
並
び
に
「
我
園
ハ
最
早
各

園
ニ
劉
シ
テ
ハ
賠
償
ス
ベ
キ
モ
ノ
謝
罪
ス
ベ
キ
コ
ト
等
ヲ
馬
シ
完
レ
リ
今
日
卒
和
倹
約
そ
訂
結
サ
レ
タ
ル
暁
向
績
々
枝
節
ヲ
生
ズ
ル
ニ
至
ル
ハ



此
レ
全
ク
各
園
ガ
天
津
ヲ
交
還
ス
ル
コ
ト
ヲ
願
ザ
ル
ニ
因
レ
ル
ナ
ラ
ン
」
と
、
四
・
一
二
通
牒
が
辛
丑
篠
約
の
枠
を
は
る
か
に
超
え
た
、
許
容

し
難
い
要
求
で
あ
る
と
非
難
し
、
こ
の
僚
件
で
は
天
津
を
う
け
と
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
ま
で
述
べ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
返
還
空
渉
は

辛
丑
倹
約
の
時
と
同
様
、
列
強
聞
で
決
定
さ
れ
た
内
容
を
清
園
側
に
強
要
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
列
強
と
清
圏
一
の
聞
で
封
等
に
議
論
さ
れ

る
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
嚢
が
「
寧
ロ
保
定
-
一
在
テ
徐
-
一
諸
般
ノ
準
備
ヲ
矯
シ
機
ノ
熟
ス
ル
ヲ
侯
ツ
ア
ル
ノ
ミ
」

(

九

〉

と
「
慨
嘆
L

し
た
の
も
無
理
な
い
の
で
あ
る
。

清
園
軍
隊
駐
屯
禁
止
巨
域
の
存
在
に
は
ー
さ
し
も
の
蓑
と
い
え
ど
、
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
津
を
回
牧
す
る
う
え
で
、

回
避
不
可
能
で
あ
ろ
う
こ
の
僚
項
に
J

如
何
に
劉
慮
す
べ
き
か
を
、

「
西
人
某
君
L

に
相
談
し
た
結
果
、
警
察
組
織
の
設
立
に
注
目
し
始
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

蓑
世
凱
-
初
め
て
北
洋
に
調
せ
ら
る
。
天
津
海
河
-
槽
に
値
り
て
、
盗
賊
蜂
起
す
。
各
園
と
善
後
倹
約
を
締
結
し
、
天
津
と
距
つ
る
こ
と
六

十
皇
内
、
軍
隊
を
駐
屯
す
る
を
准
さ
ず
。
時
に
天
津
街
お
未
だ
交
還
せ
ず
。
童
保
定
に
駐
ま
り
、
未
だ
雨
ふ
ら
ざ
れ
ど
も
網
綾
す
e

間
閣

靖
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
兵
無
く
ん
ば
鷲
く
ん
ぞ
能
く
揮
衛
せ
ん
や
。
因
り
て
計
を
西
人
某
君
に
問
う
。
某
君
誠
を
推
し
て
嚢
に
告
げ
て
日

く
、
「
各
園
締
結
す
る
の
候
約
一
軍
隊
を
駐
屯
す
る
を
准
さ
ず
と
錐
も
、
未
だ
嘗
て
警
政
を
耕
ず
る
を
許
さ
ざ
る
に
あ
ら
ず
」
と
。
蓑
問

え
ら
く
「
警
察
の
意
安
く
に
か
在
る
」
と
。
某
君
日
く
ー
「
警
察
な
る
者
、
社
舎
の
秩
序
を
一
維
持
し
、
公
共
の
安
寧
、
幸
福
を
保
護
す
る
者

(η
〉

な
り
。
公
、
如
し
能
く
警
政
を
行
わ
ば
、
各
国
但
だ
君
の
違
約
を
砦
る
能
-わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
必
ず
賛
成
多
か
ら
ん
」
と
。

治
安
維
持
の
み
を
猪
嘗
す
る
非
軍
隊
的
組
織
|
|
警
察
を
勤
め
る
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
賓
の
関
心
を
強
め
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
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警
察
組
織
|
|
巡
警
に
つ
い
て
は
一
九

O
一一年
九
月
一
二
日
の
上
識
で
既
に
、
新
政
の

一
環
と
し
て
兵
員
裁
汰
に
よ
る
軍
陵
の
精
鋭
化
、

、兵

制
の
節
約
を
は
か
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
中
に
、
そ
の
名
稽
が
出
て
く
る
が
、
「
各
省
の
牌
軍
・
督
撫
に
著
I
U
て
、
原
有
各
管
を
絡
て
巌

〈

η〉

に
裁
汰
を
行
い
、
若
干
の
管
分
を
精
選
し
て
、
常
備
・
績
備
・

巡
警
等
の
軍
と
震
し
、
一
律
に
新
式
槍
轍
を
操
習
し
f
:
:
」
と
、
軍
隊
の
一
つ
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と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
針
す
る
蓑
の
報
告
た
る
翌
年
六
月
二
一
日
の
「
北
洋
創
練
常
備
軍
営
制
鮪
草
摺
」
に
お
い
て
は
、
常
備
兵
編
成

に
つ
い
て
が
中
心
的
内
容
で
あ
り
、
巡
警
に

つ
い
て
は
「
再
び
麓
訂
を
行
い
て
、
開
問
子
堂
を
分
設
し
、
巡
警
を
簿
緋
し
、
武
員
を
録
用
し
、
及
び

(

九

〉

本
省
の
軍
撤
・
鮪
敢
に
至
り
て
は
、
皆
ま
さ
に
陸
療
と
規
重
し
、
分
別
し
て
具
奏
す
ベ
し
」
と
あ
り
、
ま
だ
本
格
的
計
童
が
で
き
あ
が

っ
て
い

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
八
日
の
「
創
設
保
定
警
務
局
並
添
設
準
堂
擬
定
章
呈
賢
摺
」
で
は
、
「
備
軍
は
外
侮
を
禦
ぐ
所
以
に
し
て
、
警

兵
は
内
匪
を
清
め
る
所
以
な
り
。
:
:
:
各
園
警
察
、
内
政
の
要
固
と
矯
し
、
毎
に
大
臣
を
設
け
て
そ
の
事
を
領
す
。
蓋
し
必
ず
姦
究
輿
ら
ざ

ら
ん
。
し
か
る
後
、
民
、
そ
の
業
に
安
ん
じ
、
園
本
、
既
に
固
ま
ら
ん
。
し
か
る
後
、
外
患
潜
錯
せ
ん
。
且
つ
園
家
の
政
令
の
頒
く
所
は
、
民

志
の
従
遣
に
於
て
以
て
治
理
の
得
失
を
験
す
ベ
し
。
し
こ
う
し
て
官
府
の
資
し
て
耳
目
と
帰
す
所
、
藷
り
て
以
て
、
輿
情
を
考
察
す
る
者
も
亦

(
万
)

た
惟
だ
巡
警
の
み
是
れ
に
頼
る
」
と
、
そ
の
重
要
性
を
説
く
に
至
っ

て
い
る
。

こ
う
し
て
、
巡
警
が
天
津
返
還
僚
件
に
お
け
る
清
園
軍
隊
駐
屯
禁
止
匡
域
へ
の
針
策
と
し
て
設
立
、
訓
練
さ
れ
、
そ
の
成
功
は
蓑
の
「
直
督

(

祁

〉

時
代
の
政
績
」
の
第
一
と
一
評
債
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
の
よ
う
な
難
局
こ
そ
、
哀
の
本
領
護
揮
に
最
高
の
好
機
で
あ
っ
た
。
嚢
は
、
列
強
に
は
辛
丑
篠
約
を
清
園
が
遵
守
で
き
る
充
分
な

候
件
が
、
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
承
諾
に
難
色
を
示
す
一
方
で
、
清
朝
政
府
・
外
務
部
に
封
し
て
は
「
近
聞
す
ら
く
、
洋
人
議
論
し
て
、
中

園
の
慶
法
紙
だ
空
言
に
託
す
の
み
、
地
方
蔦
も
久
し
く
安
ん
じ
難
く
、
洋
人
恐
ら
く
の
お
害
を
受
け
ん
。
宜
し
く
法
を
設
け
て
籍
制
し
、
以
て

(

作

)

後
患
を
防
ぐ
ベ
し
、
と
謂
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
園
が
内
政
嬰
革
の
促
進
に
積
極
的
で
な
い
た
め
に
、
列
強
の
不
信
を
買
う
う

え
に
、
圏
内
治
安
さ
え
も
保
障
で
き
な
い
よ
う
な
ら
ば
、
列
強
は
一
層
干
渉
を
頻
繁
に
行
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
急
速
な
新
政
の
推
進
、

中
で
も
、
軍
陵
の
近
代
化
と
そ
の
抜
大
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
嚢
は
、
義
和
国
運
動
に
よ
る
荒
贋
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
を
背
負
っ
た
直

隷
省
の
綿
督
た
る
こ
と
を
、
逆
に
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
利
用
し
、
新
政
推
進
上
、
か
な
り
の
自
由
裁
量
の
品
跡
地
を
得
る
。
そ
し
て
、
内
政
問
題
と

外
交
問
題
を
一
手
に
握
り
、
整
方
を
巧
み
に
か
ら
み
あ
わ
せ
て
自
己
に
有
利
な
方
向
に
操
作
し
、
後
の
北
洋
軍
閥
の
基
盤
を
着
々
と
築
き
あ
げ

て
い
く
の
で
あ
る
。



五
月
一
一
一
一
日
の
六
園
公
使
舎
議
は
、
四
・
一
二
通
牒
を
審
査
し
た
。
そ
の
席
上
、
内
田
公
使
は
、
四
月
三
O
日
に
嚢
に
拘
束
し
た
通
り
に
、

保
件
の
軽
減
に
努
力
し
、
都
統
衛
門
撤
贋
後
、
清
園
軍
隊
の
駐
屯
を
完
全
に
排
除
し
て
い
る
慶
大
な
地
域
に
、

二
五
O
O人
の
警
察
員
だ
け
で

治
安
維
持
を
は
か
る
の
は
困
難
な
の
で
、
最
低
限
一

0
0
0人
ほ
ど
の
清
園
兵
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
と
一意
見
を
述
べ
、
直
隷
綿
督
護
衛
兵
三

O
O人
の
許
可
を
提
議
し
た
。
そ
の
他
、
若
干
の
修
正
と
説
明
を
附
し
て
、
司
令
官
舎
議
に
移
牒
さ
れ
た
。
だ
が
、

司
令
官
舎
議
で
は
期
待
さ

(

沼

)

れ
た
ほ
ど
の
軽
減
は
さ
れ
ず
、
た
だ
、
直
隷
線
督
護
衛
兵
三

O
O人
を
認
め
「
些
細
ナ
ル
文
字
ノ
修
正
ニ
同
一意
」
し
た
に
と
ど
ま

っ
た。

五
月

(
乃
)

ニ
九
日
の
六
圏
公
使
曾
議
で
は
「
大
陸
ニ
於
テ
司
令
官
等
ノ
提
議
ヲ
是
認
シ
」
、

う
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

あ
と
は
外
受
圏
の
同
一
意
を
得
れ
ば
、

最
終
決
定
を
み
る
と
い

。
局
面
の
碍
換
か
ら
天
津
返
還
へ

六
月
二
四
日
の
六
園
公
使
舎
議
は
、

(

印

〉

前
一
該
文
案
審
査
ノ
篤
メ
」
に
聞
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
席
で
ロ
シ
ア
公
使
が
「
露
国
政
府
ハ
此
問
題
ヲ
以
テ
純
然
タ
ル
政
治
的
問
題
ト
認

ム
都
統
街
問
ニ
於
ケ
ル
露
園
ノ
代
表
者
ハ
既
ニ
天
津
ヲ
去
リ
己
レ
バ
叉
本
件
一
一
関
シ
清
園
政
府
-
一
致
サ
ル
ベ
キ
一
切
ノ
照
舎
ニ
参
加
ス
ベ
カ
ラ

(

削

叫

)

ザ
ル
旨
ノ
訓
令
」
に
従
い
、
ロ
シ
ア
の
都
統
衛
門
離
脱
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
一
八
ヵ
園
連
合
軍
結
成
以
来
、
形

骸
化
し
つ
つ
も
堕
裁
だ
け
は
と
り
つ
く
ろ
っ
て
き
た
列
強
の
共
同
歩
調
が
お
完
全
に
破
綻
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
ロ
シ
ア
の
衝
撃
的
宣
言
の
背
景
と
し
て
、
以
下
の
四
黙
が
指
摘
で
き
よ
う
。

「
其
ノ
天
津
司
令
官
ト
合
意
ヲ
了
シ
タ
ル
篠
件
ヲ
外
務
部
宛
公
文
案
ト
ナ
シ
外
交
園
舎
議

-
一
付
ス
ル
ノ
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①
戦
略
襲
更
。
ロ
シ
ア
は
、
義
和
圏
運
動
に
乗
じ
て
、
二
ハ
蔦
の
大
軍
を
東
三
省
に
迭
り
こ
ん
で
い
た
が
、
李
鴻
章
の
死
に
よ
り
露
清
交
渉

は
破
綻
を
き
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

-依
然
と
撤
兵
せ
ず
、

笹
口
・
牛
荘
は
占
領
朕
態
に
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
時
に
、
ロ
シ

ア
側
に
戟
略
饗

(

位

)

更
が
あ
り
、
よ
り
一
一
層
東
三
省
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
天
津
の
比
重
が
軽
減
し
た
た
め
に
、
ロ

シ
ア
一
園
で
臨
み
う
る
東
三
省

撤
兵
交
渉
で
清
園
か
ら
よ
り
有
利
な
擢
盆
を
得
や
す
く
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
、
天
津
返
還
問
題
で
清
園
側
に
譲
歩
を
み
せ
つ
け
よ
う
と
し
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た
②
天
津
に
租
界
を
獲
得
。
ロ
シ
ア
は
一
九

O
O年
に
念
願
の
租
界
を
天
津
に
得
、
英
・
傍

・
日
・

濁
と
同
媛
、
華
北
に
お
け
る
重
要
な
援
艶

を
既
に
掌
握
し
、
領
土
獲
得
の
一
側
面
で
は
一
躍
満
足
で
き
る
成
果
が
あ
っ
た
。

③
親
露
勢
力
の
再
形
成
を
企
園
。
清
園
側
が
承
認
を
し
ぶ
る
苛
酷
で
強
匪
的
な
四

・
一
二
通
牒
に
ロ

シ
ア
の
名
を
連
ね
な
い
こ
と
に
よ
っ

(
回
〉

て
、
他
の
列
強
を
出
し
抜
い
て
「
清
園
ノ
親
友
ナ
ル
ヲ
装
」
い
清
園
側
の
曾
心
を
得
て
、
李
鴻
一
章
死
後
の
親
露
勢
力
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
。

④
都
統
街
門
存
績
の
利
盆
の
激
減
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
都
統
街
門
で
は
一
定
の
枠
内
に
は
め
こ
ま
れ
相
互
牽
制
し
、
自
園
本
位
の
劉
中

園
政
策
を
行
い
難
い
朕
態
に
あ
る
た
め
に
、
特
に
領
土
的
野
里
の
旺
盛
な
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
、
都
統
街
門
は
不
要
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
存
在
が
邪
魔
に
す
ら
な
っ
て
い
た
。

局
面
は
一
縛
し
た
。

ロ
シ
ア
の
行
動
に
蔑
さ
れ
た
五
園
が
疑
惑
を
も
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
離
脱
宣
言
に
よ
り
、
順
調
に
準

め
ら
れ
て
き
た
返
還
準
備
は
停
止
し
た
。
六
月
二
八
日
の
外
交
園
舎
議
も
紛
糾
の
う
ち
に
終
わ
り
、

五
園
及
び
清
固
と
利
害
関
係
の
あ
る
園
々
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と
の
聞
で
打
診
と
調
整
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

四
・
一
二
通
牒
の
「
頗
ル
煩
雑
苛
酷
ナ
ル
篠
件
」
に
固
執
し
て
、
清
園
を
親
露
に
追
い
や
る
と
い
う
ロ
シ
ア
の
思
惑
通
り
に
事
を

(
U
M
)
 

運
ば
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
、
清
闘
に
は
「
目
下
ノ
難
局
ハ
偏
ニ
無
責
任
ナ
ル
露
園
ニ
基
因
ス
ル
モ
ノ
」
と
宣
博
し
た
。
そ
の
一
方
で
「
各
園
ガ
必

(

邸

)

要
以
上
ノ
要
求
ヲ
ナ
シ
居
ル
ノ
事
責
エ
照
ラ
ス
ニ
民
政
臆
ノ
引
渡
ハ
此
上
向
ホ
遷
延
ス
ル
ニ
至
ル
」
と
し
、
保
件
緩
和
へ
の
動
き
を
始
め
た
の

五
闘
は
、

で
あ
る
。

五
園
の
宣
俸
は
放
を
奏
し
た
よ
う
で
、
意
世
凱
の
外
務
部
へ
の
報
告
に
は

「交
津
の
一

議
、
俄
人
、
向
来
、
梗
を
作
し
、
亦
た
未
だ
必
ず
し

(

肪

)

も
果
肯
力
賛
せ
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
。
叉、

清
園
は
、
交
渉
嘗
初
か
ら
、返
還
附
帯
保
件
を
不
要
と
し
て
い
た
日
本
に
射
し
、
北
河
改
修
を
め
ぐ
る

(

釘

)

問
題
等
で
四
・
一
二
通
牒
固
持
を
主
張
し
て
い
た
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
各
固
に
早
期
返
還
を
促
す
よ
う
懇
請
し
た
。
義
和
圏
運
動
の
中
の

一

大

事

件

、

い

か

に

娼

外

化

し

た

清
園
と
い
っ
て
も
黙
過
で
き
な

一
八
九
七
年
一
一
月
の
舘
野
教
案
以
後
の
ド
イ
ツ
の
封
中
園
強
硬
政
策
は
、



か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
-山
東
巡
撫
に
任
ぜ
ら
れ
た
周
穣
が
、
赴
任
前
の
内
田
公
使
と
の
曾
談
に
お
い
て
、
決
然
と
「
濁
逸
公
使

ハ
将
来
余
エ
劃
シ
テ
求
ム
ル
所
砂
ナ
カ
ラ
ズ
彼
レ
一若
シ
本
件
ノ
譲
歩
ヲ
魚
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
余
ハ
山
東
省
ニ
於
ケ
ル
彼
レ
ノ
事
業
上
ニ
報
復
ス
ル

(

邸

〉

所
ア
ル
ベ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
開
、
嚢
世
凱
個
人
に
お
い
て
は
、
園
の
内
外
か
ら
の
彼
の
信
用
を
高
め
る
で
き
ご
と
が
績
い
た
。

督
粂
北
洋
大
臣
の
ポ
ス
ト
を
賞
授
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
贋
宗
・
鉦
鹿
雨
師
怖
を
中
心
と
し
た
直
隷
省
西
南
部
で
護
生
し
た
景
廷
賓

起
義
が
、

d

「
掃
清
滅
洋
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
、
フ
ラ

ン
ス
人
宣
教
師
殺
害
ま
で
に
護
展
し
た
が
、
六
月
中
旬
に
景
廷
賓
を
逮
捕
し
、
こ

の
一
件
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
嚢
の
、
義
和
国
運
動
で
あ
げ
た
「
地
方
安
寧
」
の
寅
績
を
再
誼
明
し
、
し
か
も
、
そ
の
彼
が
直

隷
線
督
と
い
う
、
事
貫
上
、
清
園
に
お
け
る
最
高
責
力
者
と
し
て
の
ポ
ス
ト
に
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
有
形
無
形
の
う
ち
に
、
局
面
の
縛

換
し
た
天
津
返
還
交
渉
に
お
い
て
、
清
圏
に
有
利
に
働
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

一
つ
は
、
六
月
九
日
、
蓑
が
直
隷
綿

(

的

〉

七
月
七
日
、
五
園
公
使
舎
議
に
お
い
て
「
大
鐙
ニ
於
テ
頗
ル
寛
和
ナ
ル
僚
件
ヲ
定
メ
L
、
八
月
一
五
日
を
返
還
期
日
と
し
、

確
定
の
上
、
同
日
附
を
も
っ
て
議
決
結
果
を
同
文
公
書
と
し
て
、
一
四
日
外
務
部
に
瑳
遺
し
た
。
そ
の
要
黙
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
辛
丑
篠
約
第
八
款
で
規
定
さ
れ
た
各
砲
蓋
の
削
卒
を
、
駐
津
外
園
軍
司
令
官
に
委
託
し
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
。

②
都
統
街
門
撤
贋
後
も
外
園
軍
隊
は
現
占
領
地
黙
の
駐
留
を
纏
績
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
⑦
外
圏
軍
陵
及
び
そ
の
必
需
品
は
各
賦
税
を
兎
除

。
夏
季
屯
営
地
を
占
領
す
る
擢
利
が
付
輿
さ
れ
る
と

一
二
日
に
協
議

-109-

さ
れ
、
@
外
園
軍
隊
は
「
操
練
、
打
鞄
(
射
撃
)
及
び
野
外
大
操
の
擢
」
を
有
し
、

井』
。

一
九
三
七
年
七
月
七
日
の
董
溝
橋
事
件
に
お
い
て
、
日
本
軍
が
何
故
そ
の
よ
う
な
所
に
駐
屯
し
、
軍
事
演
習
を
し
え
た
か
と
い
う
駐
留
外
園

軍
陵
の
権
利
が
②
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

③
駐
津
外
園
軍
隊
か
ら
二

O
里
以
内
を
清
園
軍
隊
駐
屯
禁
止
区
域
と
し
、
北
京
・
海
漬
聞
の
駐
留
軍
隊
の
「
弾
塵
治
罪
の
擢
」
は
銭
道
南
側

337 

一
一
マ
イ
ル
以
内
に
及
ぶ
こ
と
。
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④
直
隷
総
督
の
擢
別
に
関
し
て
、
⑦
天
津
域
内
に
三

O
O人
以
内
の
「
親
兵
」
を
配
置
で
き
、
@
「
警
察
勇

一
陵
」
を
設
け
て
河
上
の
治
安

に
あ
た
り
、
そ
の
管
轄
は
銭
道
南
側
二
マ
イ
ル
以
内
を
流
れ
る
河
川
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

〈
叩

)

⑤
削
卒
さ
れ
た
各
砲
蓋
、
天
津
城
壁
の
再
築
及
び
北
河
口
・
秦
皇
島
・
山
海
闘
に
海
防
設
備
を
施
す
こ
と
の
禁
止
。

七
・
一
二
天
津
行
政
権
返
還
篠
件
は
、
辛
丑
僚
約
の
補
完
的
一意
義
を
有
す
る
程
度
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
大
き
く

一
歩
進
め
た
も
の
|

|

特
に
外
園
軍
隊
の
駐
留
擢
の
媛
大
及
び
清
園
軍
備
制
限
の
南
側
面
に
お
い
て

l
ー
で
、
義
和
国
運
動
後
の
列
強
の
新
し
い
劃
中
園
政
策
に
基
づ

い
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
、
辛
丑
篠
約
盟
制
を
完
壁
な
ら
し
め
た
僚
件
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
清
王
朝
存
命
中
に
終
わ
ら
ず
、
日
中
戦
争
終

結
ま
で
の
四

O
年
以
上
も
の
問
、
中
園
を
抑
墜
し
績
け
た
伽
鎮
で
あ
っ
た
。

(
m
U
)
 

七
月
一
八
日
清
朝
政
府
は
こ
の
篠
件
を
承
認
し
、
翌
日
返
還
期
日
を
八
月
一
五
日
に
正
式
決
定
し
た
。
嚢
世
凱
は
引
き
継
ぎ
を
ス
ム
ー
ズ
に

行
う
た
め
に
、
返
還
期
日
に
先
立
っ
て
、
津
海
開
道
唐
紹
儀
、
長
重
盟
運
使
楊
宗
滅
、
天
津
道
張
蓮
芽
、
天
津
鎮
線
兵
果
長
純
ら
を
天
津
に
赴

(

前

回

)

か
せ
、
調
査
及
び
引
き
継
ぎ
準
備
を
さ
せ
た
。
八
月
一
五
日
賓
が
天
津
に
向
か
い
、
天
津
と
そ
の
周
遁
地
域
す
べ
て
の
接
牧
を
完
了
し
た
。
こ

こ
に
天
津
都
統
衛
門
の
二
年
徐
り
の
歴
史
に
幕
が
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。

-110ー

お

わ

り

こ
こ
で
、
列
強
に
と
っ
て
の
天
津
都
統
街
門
撤
贋
と
、
中
園
に
と
っ
て
の
天
津
田
牧
の
意
義
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
列
強
に
と
っ
て
。
列
強
が
角
逐
す
る
中
園
に
お
い
て
、
占
領
下
の
天
津
に
列
強
の
共
同
管
理
下
に
あ
る
行
政
機
構
を
設
置
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
天
津
都
統
街
門
の
如
き
合
議
瞳
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
同
管
理
が
嘗
然
ひ
き
お
こ
す
列
強
聞
の
調
整
と
、
涯
丘
ハ

に
伴
う
本
園
の
財
政
負
措
は
、
前
途
多
難
を
濠
想
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
列
強
は
駐
兵
権
の
横
大
を
は
か
り
、
直
接
支
配
か
ら

間
接
支
配
へ
方
向
轄
換
し
、
金
が
か
か
ら
な
い
と
い
っ
た
現
貫
性
を
帯
び
た
、
中
園
に
封
す
る
軍
事
的
、
政
治
的
、
経
済
的
そ
し
て
祉
舎
的
諸

側
面
で
の
完
全
従
属
化
策
を
推
し
進
め
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
針
策
を
念
頭
に
置
く
と
い
う
、
新
た
な
劃
立
に
備
え
て
の
陣
営
編
成
を



進
め
な
が
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
園
に
と
っ
て
。
列
強
の
新
し
い
劃
中
園
政
策
は
、
崩
痩
寸
前
の
危
機
に
あ
っ
た
清
朝
に
九
死
に
一
生
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。
天
津

団
取
は
)
清
王
朝
再
建
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
付
輿
で
あ
っ
た
。
ま
た
存
命
成
っ
た
清
朝
の
新
政
推
進
を
背
景
に
し
て
、
義
和
国
運
動
に

代
表
さ
れ
る
民
衆
運
動
か
ら
列
強
の
利
盆
を
保
護
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
義
和
圏
運
動
成
長
期
か
ら
貫
誼
し
て
み
せ
て
い
た
蓑
世
凱

は
、
李
鴻
章
の
後
任
と
し
て
直
隷
綿
督
に
就
任
し
、
天
津
返
還
問
題
を
め
ぐ
っ
て
列
強
と
折
衝
す
る
最
初
の
経
験
を
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
列
強

各
園
前
も
っ
た
、震
に
劃
す
る
印
象
の
好
悪
は
別
と
し
て
、
結
果
的
に
そ
の
こ
と
が
、
哀
を
「
洋
人
の
王
朝
」
と
北
し
た
清
朝
を
支
え
る
最
高
責

力
者
と
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九

O
O年
は
、
北
中
園
が
義
和
国
運
動
に
よ
っ
て
大
混
範
に
陥
っ
た
閲
隙
に
乗
じ
ゃ
ハ
決
し
て
呼
晴
服
し
た
の
で
は
な
い
〉
、
長
江
流
域
に
お
い

て
改
革
汲
の
自
'立
軍
起
義
が
計
重
さ
れ
、
贋
東
省
に
お
い
て
は
孫
文
一
涯
に
よ
っ
て
李
鴻
章
を
擁
し
て
の
雨
贋
濁
立
計
董
が
企
で
ら
れ
、
そ
の

失
敗
後
、
恵
州
起
義
が
賓
行
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
ま
た
、
東
南
各
省
の
督
撫
と
各
園
領
事
と
の
聞
で
は
、
東
南
互
保
に
闘
す
る
約
款
が
結
ば
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
賞
時
の
扶
況
の
中
で
、
意
世
凱
の
義
和
国
へ
の
封
躍
は
、
特
別
な
封
腰
一な
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
封
鹿
に
す
ぎ
な
か
一っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
津
田
牧
は
、
そ
の
封
醸
の
到
達
黙
と
考
え
ら
れ
る
。
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註(
1
〉
堀
川
哲
男
『
中
園
近
代
の
政
治
ど
祉
曾
』

一年)。
。
小
林
一
美
『
義
和
国
戦
争
と
明
治
園
家
』

年〉。

(
2
〉
天
津
都
統
街
門
関
連
論
文
に
は
衣
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

。
菅
野
正
「
義
和
園
事
繁
後
の
封
中
園
政
策
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
五
五

一
九
七
O
年〉。

(
法
律
文
化
社

一
九
八

(
汲
古
書
院

一
九
八
六

。
林
樹
恵
「
天
津
都
統
街
門
|
|
帯
園
主
義
侵
略
的
機
構
」
(『
歴
史
数

皐
』
一
九
五
二
1
4
0。

。
張
高
峰
「
九
園
瓜
分
天
津
的
年
代
」
(
『
天
津
日
報
』
一
九
八

一
年一

O
月
二
五
日
〉
。

。李
嘉
谷

「
沙
俄
奥
天
津
都
統
街
門
」
(
『
近
代
史
研
究
』一

九
八
二
|

一一)
。

。
馬
振
牽
「
中
園
近
代
地
方
殖
民
機
構
|
|
天
津
都
統
街
門
」
(
『
歴
史
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知
識
』

一
九
八
三
|
四
)
。

な
お
、
こ
の
時
期
の
案
世
凱
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
は
、

。
渡
迭
惇

「清
末
葉
世
凱
と
北
洋
新
政
」
〈
『
歴
史
教
育
』
一
六
|
一

・

二
一
九
六
八
年
)

が
あ
る
。

(
3
)

中
園
近
代
経
済
史
資
料
叢
刊
編
輯
委
員
曾
主
編
『
中
園
海
閥
奥
義
和

園
淫
動
』
(
中
筆
書
局
一
九
八
三
年
〉
八
六
頁
。

(
4
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
五
巻

事
項

一
五
「
天
津
行
政
清
圏
へ
還

附

一
件
」一二
三
五
附
記
一
(
こ
の
場
合
、
以
下
『
日
本
外
交
文
書
』

三
五
一
五
三
三
五
附
記
一
と
記
す
)
。

〈
5
)

設
言
権
に
つ
い
て
は
、
英
・
日
・
濁
の
司
令
官
が
「
愛
言
権
だ
け
を

も
ち
、
そ
の
結
果
い
わ
ば
名
ば
か
り
の
存
在
に
な
る
で
あ
ろ
う
委
員
舎

を
設
立
す
る
こ
と
に
反
射
」

(
李
嘉
谷
論
文
)
し
た
こ
と
か
ら
、
ロ
シ

ア
の
提
案
で
は
委
員
舎
に
決
定
権
は
な
く
、
総
督
が
そ
れ
を
に
ぎ
る
と

さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

(
6
〉
『
日
本
外
交
文
書』

一
一
一
五
一
五
三
三
五
附
記
一
。

(

7

)

李
嘉
谷
前
掲
論
文
。

(

8

)

『
日
本
外
交
文
書
』
一
一
一
五
一
五
三
三
五
附
記
一

。

(
9
〉
同
右
。

(
叩
)
英
日
商
圏
委
員
の
後
任
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
中
佐
オ
サ
リ
ヴ
ァ
ン

(
0・ω己
-
2
2
烏
沙
利
文
)
、
日
本
陸
軍
中
佐
原
因
が
あ
た
っ
た
。

(
日
)
出
・
回
・
云
O

円
目
。
ペ
ベ
r
L
g
H
q
E
H帆
g
b
N
N

刷、N
Q
H
3
2
A
¥
H
F
G

。
古
宮
崎
町
凶
器
、
号
、
・
3

〈
o
-
Z
E
o
-
-
H
M
M
-
N由
N
・

Lst同
・・唱-M由
M・

o・
0
・
河
ロ
師
自
己
回
帥
何
回

目
吋
た
ミ
民
平
l
b誌
H
N
N
R
h
H
E
H偽札

。
ミ
ご
ミ

(

ロ

)

足
な
同
。
ミ
と
(
雷
穆
森
『
天
津
|
|
揺
園
本
史
綱
』
天
津
祉
舎
科
皐
院

歴
史
研
究
所
編
『
八
園
聯
軍
在
天
津
』
斉
魯
害
拡

一

九

八
O
年
所

牧
)
四
一

一一
一Ila-
一一頁
。

(日〉

『
日
本
外
交
文
書
』
一
一
一
五
一
五

三
三
五
附
記
二
。

前
掲
『
天
津
|
|
揺
画
本
史
綱
』。

以
下
、
天
津
都
統
街
門
の
機
構
に
関
す
る
記
述
は
特
に
註
を
設
け
な

い
限
り
、
右
の
二
史
料
に
基
づ
く
。

(
日
比
〉
な
お
、
績
張
後
は
塘
治
医
、
軍
糧
城
匿
、
天
津
南
区
、

天
津
域
医
、
天

津
北
区
の
五
匡
に
分
け
、

天
津
域
匡
以
外
は
軍
官
一
名
ず
つ
が
各
匿
の

長
官
と
し
て
委
任
、
汲
遣
さ
れ
た
。
こ
の
四
名
の
各
医
長
官
は
、

天
津

城
匿
か
ら
の
束
縛
を
受
け
な
い
濁
立
し
た
立
場
に
あ
り
、
都
統
街
門
曾

議
の
命
令
に
よ
り
一
切
の
任
務
を
品
執
行
す
る
が
、
天
津
城
匿
に
く
ら
べ

て
、
い
か
な
る
官
員
に
も
「
紹
針
的
専
制
大
権
」
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
。

(
日
〉
例
え
ば
、
紅
燈
照
の
頭
目
と
し
て
有
名
な
糞
蓮
聖
母
も
都
統
街
門
に

逮
捕
、
裁
剣
さ
れ
た
う
え
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
位
致
さ
れ
た
と
い
う
。

(日
山)

出・切・
7
向

o
a
o一
司

-N8・

(
げ
〉

L

豆
、
・
・
3
・
M
g
|
由
・

(
問
)
都
統
街
門
が
警
察
権
を
外
園
人
に
射
し
て
も
有
し
て
い
た
た
め
に
、

し
ば
し
ば
領
事
と
の
封
立
問
題
が
生
じ
た
。
ワ
ル
デ
ル
ゼ
ー
は

『瓦
徳

西
拳
乱
筆
記
』

(
中
園
近
代
史
資
料
叢
刊
『
義
和
圏
』
紳
州
園
光
社

一
九
五

一
年

第
三
筋
所
牧
)
に
お
い
て
、
都
統
街
門
と
領
事
の
管
轄

範
園
に
闘
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
行
っ

て
い
る
。

蓋
領
事
劉
之
活
動
範
囲
係
在
天
津
租
界
之
内
、

而
「
臨
時
政
府
」
之

活
動
範
圏
則
在
天
津
華
界
之
内
:
:
:
(
六
月

一
一
一
日
之
報
告
)
。

「
柔
克
義
致
海
函
九
八
貌
附
件
一
瓦
徳
西
伯
爵
致
蕊
絡
幹
函
」

q
G
 

(
川
口
〉
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(
一
九

O
一
年
五
月
二
五
百
子
北
京
冬
宮
線
司
令
部
)
〈
『
一
九

O
一
年

美
園
封
華
外
交
槍
案
』
斉
魯
書
祉

一
九
八
三
年
〉
。

(

m

出
)
同
右
。

(
幻
)
「
簿
緋
直
隷
省
城
皐
堂
摺
」
光
緒
二
十
八
年
五
月
十
六
日
奏
(
『
養

事
骨
園
奏
議
輯
要』〉。

(
辺
〉
出
・
∞
-
P
両日曲。一司
-
M由
N
・

ハ
幻
)

『
日
本
外
交
文
書
』
三
三
別
加
一
一
一
一
八
二

O
二
九
。

(
担
)
『
日
本
外
交
文
書
』
一
一
一
一
一
一
別
加
三
一
七
一
八
六
七
。

ハお
一v

植
田
捷
雄
『
支
那
に
於
け
る
租
界
の
研
究
』
(
巌
松
堂
一
九
四
一

年
〉
三

O
七
|
八
頁
。

(
M
m
v

前
掲
『
天
津
]
|
播
圃
本
史
綱
』
四
二
五
頁
。

(
幻
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
三
三
別
筋
三
一
八
二

O
二
七
。

(叩台

前
掲
『
天
津

l
i揺
圃
本
史
綱
』
四
二
四
|
五
頁
。

〈

m
m
)

巴
・
回
・
冨
0
2
2
司・

ω
8・

〈m
叫
)
松
島
宗
衡
『
清
朝
末
路
秘
史
』
(
大
星
祉

大
正
一
四
年
)
八
三
頁
。

(
氾
)
佐
藤
鍛
治
郎
『
案
世
凱
』
(
天
津
時
間
報
館

匂
明
治
四
三
年
)
一
一一
二

一一貝。

(
M
M
)

佐
久
関
東
山
『
安
世
凱
俸
』
(
現
代
思
潮
社
一
九
八
五
年
)
九
七

-
八
頁
。

!

(
お
)
堀
川
哲
男
「
義
和
圏
運
動
研
究
序
説
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一|一一一

一
九
六
四
年
〉
。

(
泊
〉
前
掲

『瓦
徳
西
袋
乱
筆
記
』
(
六
月
十
三
日
之
報
告
〉
。

(
お
〉
「
外
部
奏
照
録
各
使
交
還
天
津
照
倉
進
呈
御
寛
摺
」
(
『
清
季
外
交
史

d

料
』
巻
一
四
七
)
。

〈
お
〉
同
右
J

(
幻
)
同
右
。

(
叩
品
)
前
掲

『
瓦
徳
西
拳
観
筆
記
」

(
ぬ
〉
同
右
。

〈
ω〉
「
柔
克
義
致
海
函
九
八
鋭
附
件

一

瓦
徳
西
伯
爵
致
葛
絡
幹
函
」

(
一
九

O
一
年
五
月
二
五
日
子
北
京
冬
宮
総
司
令
部
〉
(『
一
九

O
一
年

美
園
封
華
外
交
槍
案
』〉。

(
H
U

〉
前
掲
『
瓦
徳
西
傘
飢
筆
記
』

(
六
月
十
二
日
之
報
告
)
。

〈
必
)
「
北
清
事
餐
善
後
策
」
(『山
鯨
有
朋
意
見
書
』
明
治
三
十
三
年
八

月
二
十
日
〉
。

(
必
)
『
日
本
外
交
文
書
』
三
一
一
一
別
加
三
一
八
二

O
二
九
。

(
川
崎
〉
「
北
清
事
第
善
後
策
」
(
『
山
鯨
有
朋
意
見
書
』
明
治
=
一
十
三
年
八

月
二
十
日
〉
。

(
必
)

『大
清
徳
宗
貧
録
』
巻
四
八
六
光
緒
二
十
七
年
八
月
了
巴
。

(
必
)
「
有
関
義
和
圏
上
議
」
(
前
掲

『義
和
圏
』
四
〉
。

(
円
引
〉
『
大
清
徳
宗
貧
録
』
各
四
八
七
光
緒
二
十
七
年
九
月
戊
子
。

(組問)

『
大
清
徳
宗
貫
録
』
巻
四
八
七

光
緒
二
十
七
年
九
月
己
丑
。

〈
日
開
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
三

O
ニ
附
属
書
。

〈
ω)
前
掲

『中
園
海
関
奥
義
和
園
運
動
』
に
は
、
内
地
と
の
貿
易
を
回
復

す
る
上
で
の
最
大
の
困
難
は
各
銀
貌
が
業
務
を
再
開
で
き
な
い
こ
と
だ

と
、
津
海
関
税
務
司
デ
ト
リ
ン
グ
の
線
税
務
司
ハ

l
ト
へ
の
報
告
が
あ

る
(
一

O
O頁
可

(
日
〉
例
え
ば
『
庸
擾
録
』
〈
中
園
祉
曾
科
皐
院
近
代
史
研
究
所
編

『庚
子

記
事
』
中
華
書
局
一
九
七
八
年
所
牧
〉
に
は
「
各
京
官
之
容
属
、

-僑
寓
通
州
天
津
者
甚
多
ヘ
皆
因
輪
船
不
通
)
無
計
四
南
、
磐
迫
寓
紋
」

(
二
五
五
買
)
と
あ
る
。

2
ハ
月
十
二
日
之
報
告
〉
。
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(
臼
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
一
一
一
五
一
五
三

O
二
附
属
書
。

(
臼
〉
辛
丑
僚
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
四
億
五
0
0
0高
爾
に
の
ぼ
る
大

賠
款
の
内
、

一
九
O
二
年
か
ら
毎
年
直
線
省
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
金
額

は
、
八
五
高
八

O
O
O雨
。
叉
、
地
方
官
・
数
士
聞
で
締
結
さ
れ
た
地

方
賠
款
(
敬
案
賠
款
〉
の
北
京
及
び
直
毅
省
の
負
携
金
額
は
一
一
一
一
一

高
齢
爾
で
あ
っ
た
(
策
孟
源
「
庚
子
賠
款
興
一
九
O
二
年
農
民
反
抗
賠

款
的
闘
争
」
史
皐
後
周
刊
社
編
『
義
和
国
運
動
史
論
叢
』
一
一
一
聯
書
庖

一
九
五
六
年
所
牧
〉
。

ハ
臼
)
『
日
本
外
交
文
書
』
一
一
一
五
一
五
三

O
二
附
属
書
。

(
田
山
〉
「
附
以
唐
紹
儀
署
津
海
開
道
片
」
光
緒
二
十
七
年
十
月
廿
六
日
(『案

世
凱
奏
摺
専
輯
』
)
。

(
町
四
)
『
日
本
外
交
文
書
』

一
一
一
五
一

五
三
一

一一一
附
属
書
一
。

(
貯
)
『
大
清
徳
宗
貧
録
』
各
四
八
九
光
緒
二
十
七
年
十

一
月
庚
寅
。

〈
日
)
『
日
本
外
交
文
書
』

一
一
一
五
一

五

三

一三
附
属
書
二
。

(
印
)

『
日
本
外
交
文
書』

一二五

一
五
三

二
ニ
。

(
印
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
一
一一
O
七
附
属
書。

(
臼
〉
「
密
保
使
臣
伍
廷
芳
請
破
格
擢
用
片
」
光
緒
二
十
八
年
六
月
二
十

一

日
奏
(
『
養
爵
園
奏
議
輯
要
』
〉
。

(
位
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
一
二
五
一
五
三

O
七
附
属
書
。

(
臼
〉
清
水
知
之
「
ア
メ
リ
カ
一
帯
園
主
義
の
形
成
」
(
岩
波
講
座

『世
界
歴

史
二
二

一帝園
主
義
時
代
I
』
岩
波
書
庖

一
九
六
九
年
〉
。

(
臼
)
『
日
本
外
交
文
書』

三
五

一
五
三

O
九。

〈
邸
〉
「
直
督
亥
世
凱
致
外
部
各
園
舎
議
天
津
事
均
允
交
還
電
」
(『
清
季
外

交
史
料
』
倉

一
五
三
)
。

(
伺
)
「
外
部
致
実
世
凱
交
還
天
津
事
向
有
数
款
来
安
協
電
」
(『
清
季
外
交

史
料
』
巻
一

五
三
)
。

〈
肝
)
『
日
本
外
交
文
書
』
一
一一
五
一
五
一
二

一
三
附
属
書
四。

(
印
)
『
日
本
外
交
文
書
』
一
二
五

一

五

一
一一一一一五
。

〈
ω〉
『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
三

二
ニ
附
属
書
四
。

(
初
)
王
芸
生
『
六
十
年
来
中
園
奥
田
本
』
囚
(
一
一
一
聯
室
田広

年
)
九
頁。

(
冗
)

『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
一
一
二
三
。

ハ
η
)
佐
藤
鍛
治
郎
前
掲
書
一
一
一
ム
ハ
頁
。

(
ね
)
「
北
洋
創
練
常
備
軍
晶
画
制
前
章
摺
」
光
緒
二
十
八
年
五
月
十
六
日
奏

〈
『
養
欝
園
奏
議
輯
要
』
)
。

(
叫
)
同
右。

(
符
〉
『
養
欝
園
奏
議
輯
要
』
。

(
叩
山
)
佐
久
関
東
山
前
掲
書
九
四
|
五
頁
。

(
行
〉
「
直
替
安
世
凱
致
外
部
徳
嬢
天
津
錐
弓
難
必
交
還
電
」
(『
清
季
外
交

史
料
』
倉
一

五
九
)。

(
河
〉
『
日
本
外
交
文
書
』

三
五
一
五
一
三
一
一
五
。

(
柑
)
同
右
。

(
∞
叩
)
同
右
。

(
飢
〉
同
右
。

(
位
〉
李
嘉
谷
前
掲
論
文
。

〈
邸
)
『
日
本
外
交
文
書
』

三
五

一

五

三
一
七
。

(
倒
)
同
右
。

(部
)

同
右
。

ハM
W

〉
「
直
督
業
世
凱
致
外
部
交
還
天
津
一
事
俄
未
必
カ
費
電
」

外
交
史
料
』
巻
一
五
九
三

一
九
八

O

-114ー

(『清
季



(開山)
‘
「
直
督
案
世
凱
致
外
部
徳
嬢
天
津
錐
弓
難
必
交
一
一
還
電
]
(
『
清
季
外
交

史
料
』
巻
一
五
九
)
。

(
邸
)
『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
一
一
一
二
三
。

〈
的
〉
『
日
本
外
交
文
書
』
一
二
五
一
五
三
三
五
。

(

m

別
)
匂

『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
一
二
三

O
附
薦
書
一
。

「
各
圏
全
権
致
外
部
請
示
天
津
交
輿
何
項
官
員
接
枚
照
曾
」
(
『
清
季

外
交
史
料
』
巻
一
五
九
〉
。

(
川
出
)
『
日
本
外
交
文
書
』
三
五
一
五
一
一
一
一
一
一
五
。

(
担
)
「
恭
報
抵
津
日
期
接
枚
地
方
情
形
摺
」
光
緒
二
十
八
年
七
月
十
五
自

奏
(
『
養
霧
圏
奏
議
輯
要
』
〉
。

343 

な
お
、

た。

『
日
本
外
交
文
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
濁
黙
を
補
う
に
と
ど
め

〔
附
記
〕

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
大
皐
数
授
・
掘
川
哲
男
先

生
の
御
教
示
を
受
け
、
ま
た
、
同
大
皐
教
授
・
狭
開
直
樹
先
生
か
ら
は

佐
藤
鍛
治
郎
の
『
亥
世
凱
』
を
奔
借
し
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し

ま
す
。
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伺書省）ｏｒ the East Palace Bureau （ｄｏｎｇｇｏｎｇｆｕ東宮府）.　Furthermore,

the paper describes the tendency for the representative authorities to be

poorly regarded｡

　　　

The above points illustrate that there was a big di琵erence between

the emperor performing the sacrifices in person and the representative

authority doing the job. Therefore, all the more, there was great concern

over the emperor performing the sacrifices in person.　　　　　　　’

　　　

Accordingly, it is confirmed that there is little need to worry about

the significance of imperial sacrifices that are not documented in remai-

nine sources, and it is possible to make full use of ｅχisting materials on

the imperial sacrifices to reflect the actual situation in the Tang dynasty.

ON THE TIENCHIN PROVISIONAL GOVERNMENT

Mori Etsuko

　　

After the foreign forces occupied Tianjin (Tienchin) for the purpose

of subjugating the Yihetuan movement, a provisional government was

founded there. It was Tienchin Provisional Government (the T. P. G.).

Ａ council composed of delegates from the ｓiχnations (British, Russian,

French, German, Japanese and Italian) managed the T.P.G.. The Ｔ.

p. G. had　categorical　power　over the Chinese, but it　had no　power

over the foreigners―the foreign forces. In fact the　Ｔ. p. G. was　an

agency which submitted to the commander's orders, and whose prime

duty was to root out the Yihetuan movement and restore order. Although

peace negotiations were held and the Powers didn't need to keep in step,

the T. p. G. was not abolished at once because of mistrust between the

Powers.ニYuan Shikai袁世凱became the Viceroy of Zhili after Li

Hongzhang's李鴻章death, and at this point negotiations for the abolition

of the T. P. G. and restoration of Tianjin began｡

　　

Each

　

minister of the Powers　was going to restore it with the

magnanimous reservations by comparison. And each commander insisted

｀ｏｎexcessive ｅχpansion of the rights of their country in China. There

- ４－



were opposing opinions　about it between the two parties, and it took

about four months to mediate the dispute. Directly before the reser-

vations to restore that adopted much from each commander's opinion

were thrust at China, Russia suddenly declared her secession from the

T.P.G.. The situation changed completely. The delegates of fivenations

eased the reservations in the face of the Russian conduct. With more

magnanimous reservations Tianjin was taken over by Yuan Shikai.

- ５－


